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内
閣
文
庫
所
蔵

「
朝
鮮
国
図
」

諸

本

お
よ
び

に

つ

い

て

の

研

究

そ

の

長

目

次

四一一

序本
図
に
つ
い
て
の
青
山
氏
の
所
論

青
山
氏
の
原
図
論
批
判

本
図
朝
鮮
国
部
分
の
検
討

本
図
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
部
分
の
検
討

結
語

序

正

統

一
九
八

O
年
春
、
縁
あ
っ
て
、
一
葉
の
朝
鮮
古
地
図
が
九
州
大
学
文
学
部
へ
入
り
、
現
在
、
「
朝
鮮
八
道
地
図
」
の
名
称
で
架
蔵
さ
れ

し

げ

た

て

よ

し

し

げ

て
い
る
。
と
の
地
図
は
長
崎
県
対
馬
下
県
郡
厳
原
町
の
蕃
建
家
に
伝
来
し
て
い
た
も
の
で
、
と
の
家
は
対
馬
藩
主
宗
義
蕃
（
一
七
五
二

l

一
七
六
二
在
職
）
か
ら
出
た
家
柄
で
あ
る
。
と
の
地
図
は
対
馬
藩
に
伝
存
し
た
同
種
の
地
図
を
写
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
と
の
地
図

の
最
大
の
特
徴
は
朝
鮮
本
土
だ
け
で
な
く
、
そ
の
北
方
の
中
国
東
北
部
を
、
東
は
遼
東
、
西
は
沿
海
州
、
北
は
黒
龍
江
・
松
花
江
の
線
ま

で
一
緒
に
え
が
い
て
い
る
こ
と
で
、
乙
れ
と
構
図
・
註
記
・
彩
色
ま
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
地
図
が
、
乙
れ
ま
で
、
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内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

九
六

る
。
そ
の
一
つ
は
、
内
閣
文
庫
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

い
ま
一
つ
は
、
現
在
、
綿
国
の
国
史
編
纂
委
員
会
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
右
の
二
本
と
、

こ
の
た
び
九
州
大
学
へ
架
蔵
さ
れ
た
蕃
建
家
旧
蔵
の
一
本
と
を
合
せ
る
と
、
同
一
地
図
の
異
本
が
、
都
合
三

そ
れ
を
機
に
、
乙
の
朝
鮮
地
図
の
成
立
時
期
の
考
献
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は

本
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、

じ
め
に
、
三
図
の
簡
単
な
紹
介
を
し
て
お
こ
う
。

出
韓
国
々
史
編
纂
委
員
会
本

韓
国
図
書
館
学
会
編
「
韓
国
古
地
図
』
に
「
朝
鮮
八
道
地
図
」
と
し
て
色
刷
図
版
で
載
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
地
図
は
、

か
つ
て
対
馬
の
宗
家
に
架
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
大
正
十
二
・
一
二
年
（
一
九
二
三
・
四
年
）
ど
ろ
、
当
時
発
足
し
た
ば
か
り
の
朝
鮮
史

一
糊
修
会
の
前
身
の
機
関
の
一
員
で
あ
っ
た
栢
原
昌
三
氏
が
、
対
応
へ
史
料
採
訪
に
出
叫
し
て
、
宗
家
か
ら
借
り
入
れ
た
も
の
で
、
大
正
十

（

3
）
 

三
年
（
一
九
二
四
）
に
、
そ
の
機
関
が
行
な
っ
た
展
観
の
目
録
に
借
入
と
し
て
見
え
る
と
い
う
。
の
ち
、
そ
れ
が
朝
鮮
史
編
修
会
に
ひ
き

てコ
こカf

のれ
地
図現
は在
主1 はi時
で'7'IJ>I 
、ニ々

彩墨
色馴l
キ築

五警
て R

ぉ会
1A l乙
ソ、架

蔵
さ
れ
て

る

と
く
に
府
・
牧
・
大
都
護
府
・
都
議
府
・
郡
・
県
・
水
営
・
兵
営
が
円
で
囲
っ
て
示
さ

れ
、
そ
れ
が
道
別
に
色
を
変
え
て
塗
ら
れ
て
い
る
。
図
の
形
は
、
戚
鏡
道
方
面
が
南
方
へ
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
偏
平
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、

前
述
の
ご
と
く
、

思
龍
江
・
松
花
江
以
南
の
中
国
東
北
部
ま
で
、
え
が
か
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、

こ
の
地
図
は
山
脈

を
丁
寧
に
え
が
い
て
お
り
、
近
代
以
前
の
朝
鮮
地
図
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
、
山
川
来
脈
を
重
視
す
る
と
い
う
志
識
が
、
強
く
あ
ら
わ
れ

そ
の
後
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
十
月
、
京
城
帝
国
大
学
開

て
い
る
。
前
記
大
正
十
三
年
の
展
観
目
録
は
、
未
だ
実
見
し
て
い
な
い
が
、

学
式
記
念
に
催
さ
れ
た
朝
鮮
古
地
図
展
に
も
、

こ
の
地
図
が
出
品
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
展
観
目
録
に
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

二
八
朝
鮮
絵
図

朝
鮮
史
編
修
会
蔵

写

彩

色

軌

一
四
二
×
九
三
・
五
糎

本
図
は
、
朝
鮮
役
に
際
し
て
対
馬
の
宗
氏
よ
り
豊
臣
秀
吉
に
提
出
せ
る
朝
鮮
絵
図
の
副
本
と
し
て
伝
来
し
、
宗
家
に
襲
蔵
せ
ら



れ
た
る
も
の
な
り
。
図
構
の
正
確
に
し
て
、
山
河
の
形
勢
、
各
邑
の
布
置
、
公
路
の
走
向
等
頗
る
歴
然
た
る
も
の
あ
り
。
本
図

は
恐
ら
く
李
朝
の
初
期
に
於
て
頻
繁
な
り
し
交
通
の
聞
に
、
朝
鮮
よ
り
対
馬
に
入
れ
る
朝
鮮
地
図
に
拠
り
て
描
か
れ
た
る
も
の

な
る
べ
く
、
現
存
せ
る
こ
の
種
の
朝
鮮
総
図
と
し
て
も
最
も
古
き
も
の
と
認
め
ら
る
。
又
朝
鮮
役
に
際
し
て
、
我
が
将
士
が
朝

鮮
に
関
す
る
地
理
的
知
識
の
相
当
深
か
り
し
こ
と
も
、
之
に
よ
り
て
察
知
す
る
に
足
る
の
み
な
ら
ず
秀
吉
の
常
に
用
ひ
た
る
赤

（

sv 

国
・
白
凪
等
の
略
称
は
、
蓋
し
本
図
の
八
道
別
に
基
く
配
色
に
起
因
す
る
が
如
き
は
、
甚
だ
興
味
深
き
乙
と
な
り
と
す
。

乙
と
で
は
「
朝
鮮
絵
図
」
と
あ
っ
て
、
先
の
『
韓
国
古
地
図
』
に
見
え
る
「
朝
鮮
八
道
地
図
」
と
は
名
称
が
迷
う
が
、
解
説
内
容
か
ら
見

れ
ば
閉
じ
も
の
で
あ
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

問
内
閣
文
庫
本

内
閣
文
庫
に
「
朝
鮮
国
図

ハ
6）

写
」
と
し
て
架
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
（
写
真
I
参
照
）
、

紙
本
で
あ
る
が
、

図
形
・
彩
色
と
も
国
史
編

纂
委
員
会
本
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
図
に
は
対
馬
島
が
え
が
か
れ
て
い
る
と
と
、
王
京
か
ら
各
地
へ
の
里
程
と
日
数
が

記
入
さ
れ
て
い
る
乙
と
、
お
よ
び
山
脈
の
え
が
き
か
た
が
比
較
的
簡
略
に
な
っ
て
い
る
乙
と
な
ど
、
他
の
二
本
に
見
ら
れ
な
い
特
色
が
あ

る
0

・
山
脈
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、
伝
写
の
際
に
、

そ
れ
だ
け
、
山
川
来
脈
に
た
い
す
る
関
心
、
す
な
わ
ち
風
水
的
な
関
心

い
か
に
も
日
本
で
伝
写
さ
れ
た
際
に
起
り
う
る
省
略
で
あ
る
と
い
う
気
が
す
る
。
里
程
と
回
数

が
と
ぼ
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

は
誤
写
と
思
わ
れ
る
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
『
孜
事
撮
要
』
の
も
の
と
大
体
一
致
す
る
。
紙
の
大
き
さ
は
縦
一
五
0
・
四
セ
ン
チ
×
横

九
八
・
二
セ
ン
チ
で
あ
る
。
印
が
都
合
七
種
押
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
「
天
保
庚
子
」
の
朱
印
が
あ
る
。

（

7
）
 

の
受
入
れ
印
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
乙
の
地
図
が
天
保
十
一
年
（
一
八
四
O
〉
に
昌
平
聾
へ
入
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
昌
平
坂
学

乙
れ
は
昌
平
餐
へ

問
所
」
の
黒
印
が
あ
る
が
、
乙
れ
は
昌
平
聾
で
普
通
の
本
に
押
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
家
か
ら
の
献
上
本
の
場
合
に
は
同
じ
も
の
の
朱
印

（

8
）
 

を
押
し
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、
乙
の
地
図
は
、
対
馬
の
宗
家
か
ら
の
献
上
な
ど
と
い
う
形
で
昌
平
聾
へ
入
っ
た
も
の
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、

「
大
学
蔵
書
」
「
大
学
校
図
書
之
印
」
「
書
籍
館
印
」
「
地
誌
備
用
図
籍
之
記
」
「
図
書
局
文
庫
」
の
印
が

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

九
七
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（
長
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あ
っ
て
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
乙
の
地
図
の
伝
来
が
わ
か
る
。

悶
九
州
大
学
本

前
述
の
ご
と
く
、
か
つ
て
対
馬
蕃
建
家
に
あ
っ
た
も
の
で
、
紙
本
で
あ
る
。
図
形
・
彩
色
と
も
前
二
者
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、

乙
の
地
図
に
は
内
閣
文
庫
本
に
見
え
る
対
馬
島
や
、
日
程
・
里
数
は
な
く
、
形
と
し
て
は
、
む
し
ろ
国
史
編
纂
委
員
会
本
に
近
い
。
ま

た
、
山
脈
の
え
が
き
か
た
も
、
省
略
の
多
い
内
閣
文
庫
本
よ
り
は
、
む
し
ろ
国
史
編
纂
委
員
会
本
に
近
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
乙
の
地

図
は
前
二
者
と
く
ら
べ
て
、

一
体
に
、
粗
雑
で
、
註
記
の
誤
り
や
脱
漏
が
目
立
つ
。
国
史
編
纂
委
員
会
本
も
、

乙
の
地
図
も
、
か
つ
て
は

共
に
対
馬
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
地
図
は
国
史
編
纂
委
員
会
本
か
ら
の
写
し
で
あ
ろ
う
。
本
図
の
大
き
さ
は
縦
一

六
・
四
セ
ン
チ
×
横
九
六
・
一
セ
ン
チ
で
あ
る
。

と
の
三
者
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
右
に
見
た
様
な
い
く
つ
か
の
相
違
点
は
あ
る
が
、
図
形
・
彩
色
と
も
に
、
お
そ
ろ
し
く
似
て
お
り
、

相
互
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
同
一
の
原
図
か
ら
出
た
異
本
で
あ
る
と
と
は
疑
い
な
い
。
そ
乙
で
本
来
な
ら
ば
、
こ

国
史
編
纂
委
員
会
本
は
、

の
三
本
を
厳
密
に
対
校
し
た
上
で
、

議
論
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、

現
在
、

よ
り
善
本
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
内
閣
文
庫
本
を
中
心
に
し
て
、

実
見
す
る
機
会
を
得
な
い
の

で
、
残
り
の
二
本
の
う
ち
、
註
記
の
書
き
か
た
か
ら
見
て
、

こ
の
地
図
の

成
立
時
期
を
考
証
し
よ
う
と
お
も
う
。
内
閣
文
庫
本
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
青
山
定
雄
氏
が
「
李
朝
に
於
け
る
こ
、
三
の
朝
鮮
全
図
に
つ

（

9
）
 

い
て
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
そ
の
成
立
年
代
の
考
証
を
こ
こ
ろ
み
て
お
ら
れ
る
の
で
、
私
見
を
の
べ
る
に
先
立
っ
て
、
氏
の
所
説
を

紹
介
し
て
お
く
。

本
図
に
つ
い
て
の
青
山
氏
の
所
論

青
山
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
本
図
（
内
閣
文
庫
本
）
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
「
本
図
は
少
く
と
も
世
宗
時
代
に
作
ら
れ
中
宗
以
後

新
制
に
よ
っ
て
筆
写
改
訂
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
図
に
は
、

は
じ
め
世
宗
朝
に
つ
く
ら
れ
た
原
図
が
あ
り
、

の
ち
中



宗
朝
以
後
、

そ
の
さ
い
、
当
時
の
現
況
に
合
せ
た
改
訂
を
ほ
ど
こ
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
が
本
図
で
あ
る
と
い

（

叩

）

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
図
成
立
の
時
期
は
、
具
体
的
に
は
世
宗
十
五
年
（
一
四
三
三
）
か
ら
同
二
十
年
（
一
四
三
八
）
の
間
で
あ

そ
れ
を
写
し
な
お
し
、

ヲ匂ん』’レ、

そ
れ
を
改
訂
し
た
本
図
そ
の
も
の
は
、
中
宗
七
年
（
一
五
一
二
〉
か
ら
明
宗
四
年
（
一
五
四
九
）
ま
で
の
聞
か
、
あ
る
い
は
同

ニ
十
二
年
（
一
五
六
七
）
か
ら
光
海
君
の
時
代
（
六
O
八
｜
二
ハ
二

ま
ず
、
本
図
そ
の
も
の
の
最
終
成
立
時
期
の
方
で
あ
る
が
、
青
山
氏
は
本
図
の
中
の
八
道
の
名
称
お
よ
び
、
円
で
囲
っ
た
形
の
註
記
を

と
り
あ
げ
て
検
討
し
、
つ
ぎ
の
山
間
間
凶
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
図
に
見
え
る
光
州
（
全
羅
道
）
が
成
宗
二
十
年
（
一
四
八
九
）
か
ら
燕
山
君
七
年
（
一
五
O
一
）
の
問
、
降
格
さ
れ
て
光
山
県
と

(1) 

な
っ
て
い
た
乙
と
が
あ
る
乙
と
か
ら
見
て
、
本
図
は
そ
の
前
後
い
ず
れ
か
の
時
期
の
成
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

番
宗
元
年
（
一
四
六
九
）
に
戚
銃
道
の
吉
州
が
吉
城
県
に
降
格
さ
れ
、

そ
の
さ
い
、
そ
れ
を
分
割
し
て
で
き
た
明
川
（
県
〉
が
本
図

に
見
え
る
が
、

一
方
、
降
格
さ
れ
た
吉
城
（
県
）
は
見
あ
た
ら
ず
、
か
わ
り
に
吉
州
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
旦
降
格
さ
れ

た
吉
城
が
、

ふ
た
た
び
吉
州
の
名
に
も
ど
っ
た
中
宗
七
年
三
五
一
二
〉
以
降
に
、
本
図
が
で
き
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

間
本
図
は
八
道
の
一
つ
と
し
て
忠
清
道
を
記
し
、
ま
た
そ
の
道
内
に
忠
州
を
記
し
て
い
る
が
、
明
宗
四
年
（
一
五
四
九
）
か
ら
同
二
十

二
年
（
一
五
六
七
）
の
問
、
忠
州
が
惟
新
県
に
降
格
さ
れ
、
忠
清
道
が
清
、
洪
道
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
、
本
書
の
成
立
は
そ
の

前
後
の
時
期
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

以
上
山
問
問
か
ら
見
る
と
、
本
図
の
成
立
は
、
結
局
、
中
宗
七
年
（
一
五
一
二
）
か
ら
明
宗
四
年
（
一
五
四
九
）
の
聞
な
い
し
は
、

同
二
十
二
年
（
一
五
六
七
）
か
ら
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

凶
本
図
成
立
の
下
限
の
方
は
、
中
国
東
北
部
の
遼
東
が
遼
陽
と
な
っ
て
い
な
い
乙
と
か
ら
見
て
、
順
治
十
年
（
孝
宗
四
年
・
一
六
五

〈

U〉

コ
一
）
以
前
で
あ
り
、
し
か
も
諸
陽
が
盛
京
と
な
っ
て
い
な
い
乙
と
か
ら
見
て
、
天
命
十
年
（
仁
祖
三
年
・
一
六
二
五
）
以
前
で
あ
り
、

結
局
、
前
述
の
光
海
君
時
代
を
降
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
青
山
氏
は
本
図
そ
の
も
の
の
最
終
的
成
立
時
期
を
こ
の
よ
う
に
結
論

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

九
九
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8 

つ
ぎ
に
前
述
の
円
で
囲
ん
だ
註
記
と
は
別
の
何
も
囲
ん
で
い
な
い
註
記
に
注
目
し
、

し

そ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
本
図

製
作
に
あ
た
っ
て
利
用
さ
れ
た
原
図
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
原
図
の
成
立
の
時
期
ま
で
わ
か
る
と
し
て
い
る
。
そ
の

所
論
は
、
つ
ぎ
の
問
附
問
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

間
青
山
氏
の
言
に
よ
れ
ば
「
主
要
な
府
州
郡
や
鎮
管
の
県
で
な
く
、
州
郡
県
所
属
の
小
県
名
に
つ
い
て
仔
細
に
検
討
す
る
に
、
必
ず
し
も

全
部
記
入
さ
れ
て
は
居
な
い
が
、
其
中
に
次
の
却
く
世
宗
実
録
地
理
志
に
現
存
の
県
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
東
国
輿
地
勝
覧
に

廃
県
と
し
て
古
跡
門
に
見
え
る
も
の
が
多
々
あ
る
」
と
の
ζ

と
で
、
そ
れ
を
具
体
的
に
列
挙
し
た
の
が
、
つ
ぎ
に
あ
げ
る
表
ー
で
あ
る
。

表

I

地

1 

富

2 

徳

津

新

盤
松

生

育

理
功
成
（
械
の
誤
〉

三

政

安

昌
臨

道

壁

宮

山

詞

文

山

福

令
徳

水

3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 13 

図居

巻巻巻巻巻巻巻巻

四同五同五五五同五五同四
八五三三0 0 0 九 世

実

録

地

理

志

住ま＝，
nミ

公

州

尚青

松右

州郡

右

三

嘉

高

城

遥

川
右

安
辺
都
護
府

右豊

郡郡県

海

郡

巻
一
五
五
官
寧
都
議
府

「
（
世
宗
）
三
十
一
年
革
宮
居
県
、
移
民
戸
子
石
幕
、
」

東

国

輿

地

勝

覧

巻
一
七
公
州
古
跡

同

右

巻
二
回
青
松
府
古
跡

巻
二
八
尚
州
古
跡
（
育
里
に
作
る
〉

同

右

巻
三
一
三
嘉
県
古
跡

巻
四
五
高
城
郡
古
跡

巻
四
五
通
川
郡
古
跡

同
右
（
雲
巌
に
作
る
）

巻
四
九
安
辺
都
議
府
古
跡

同

右

巻
一
三
豊
徳
郡
古
跡

沿
革
条
「
世
宗
ニ
十
四
年
、
弁
徳
水
県
、
」

巻
五
O
富
寧
都
護
府
古
跡

沿
革
条
「
（
世
宗
）
三
十
一
年
省
宮
居
県
、
移
民
戸
子
石
幕
、
」



ζ

の
表
に
は
徳
津
・
新
豊
以
下
富
居
ま
で
計
十
三
箇
の
註
記
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
氏
の
説
明
は
つ
ぎ
の
ど
と
く

で
あ
る
。

ζ

れ
ら
十
三
箇
は
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
（
世
宗
十
四
年
成
立
、
の
ち
増
補
〉
か
ら
東
国
輿
地
勝
覧
（
成
宗
十
二
年
成
立
、
同
十
七

年
増
櫛
一
ま
で
の
聞
に
廃
県
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
ζ

れ
ら
十
三
箇
は
、
同
じ
く
本
図
の
威
鏡
道
の
と
乙
ろ
に
見
え
る
「
古

慈
城
」
「
古
時
延
一
」
の
ど
と
く
「
古
」
字
を
付
し
て
い
な
い
乙
と
か
ら
見
て
、

そ
れ
ら
が
現
実
の
県
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
き
の
状

況
を
示
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
乙
れ
ら
十
三
箇
は
、
そ
れ
ら
を
廃
県
扱
い
に
し
て
い
る
東
国
輿
地
勝
覧
以
前
（
成
宗
十
七
年
以

前
〉
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
L

っ
と
と
で
、
し
か
も
十
三
箇
の
う
ち
の
徳
水
と
富
居
は
、
そ
れ
ぞ
れ
世
宗
二
十
四
年
（
一
四
四
二
）

お
よ
び
同
三
十
一
年
（
一
四
四
九
〉
に
廃
県
に
な
っ
て
い
る
と
と
か
ら
見
て
、
結
局
、
世
宗
二
十
四
年
（
一
四
四
二
）
以
前
と
い
う
時

期
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

(6) 

本
図
の
中
国
東
北
部
を
見
る
と
婆
猪
江
流
域
に
「
李
満
住
」
な
る
記
載
が
あ
る
が
、
乙
れ
は
李
満
住
が
、
乙
の
地
域
に
在
住
し
た
時

期
に
、
本
図
の
原
図
が
つ
く
ら
れ
た
乙
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
李
満
住
が
と
の
地
方
に
居
た
の
は
、
世
宗
六
年
（
一
四
ニ
四
）
か
ら

同
二
十
年
三
四
三
八
〉
ま
で
と
、
世
宗
末
年
か
ら
、
か
れ
が
朝
鮮
か
ら
攻
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
世
祖
十
二
年
三
四
六
六
）
ま
で
の

間
で
あ
る
の
で
、
乙
れ
を
前
記
聞
の
世
宗
二
十
四
年
以
前
と
い
う
条
件
と
重
ね
合
せ
る
と
、
結
局
、
世
宗
六
年
（
一
四
二
四
）
か
ら
同

二
十
年
三
四
三
八
）
と
い
う
期
聞
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

m
－
本
図
の
威
鏡
道
の
部
分
に
、
後
世
、
廃
四
郡
と
呼
ぶ
も
の
の
う
ち
の
慈
城
と
間
延
が
、

さ
れ
て
い
る
が
、

ζ

れ
は
、
四
郡
の
う
ち
、
太
宗
十
六
年
三
四
二
ハ
）
に
ま
ず
闇
延
が
置
か
れ
、

五
）
に
慈
城
が
置
か
れ
て
以
後
、
ま
だ
、
残
り
の
茂
昌
・
虞
丙
の
設
置
を
見
な
い
時
期
（
す
な
わ
ち
茂
昌
は
世
宗
二
十
四
年
、
虞
丙
は

【閥］

そ
れ
ぞ
れ
「
古
慈
城
」
「
古
目
延
」
と
記
載

つ
い
で
世
宗
十
七
年
（
一
四

同
二
十
五
年
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
結
局
、
世
宗
二
十
四
年
以
前
）
に
本
図
の
原
図
が
つ
く
ら
れ
た
乙
と
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
や
が
て
そ
の
原
図
が
、
四
郡
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
世
祖
元
年
ハ
一
四
五
五
〉
以
降
に
な
っ
て
写
し
な
お
さ
れ
、

そ
の
さ
い
、

内
閣
文
庫
所
蔵
門
朝
鮮
闘
図
」
お
よ
び
そ
＠
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

。
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。

原
図
に
あ
っ
た
慈
城
・
闇
延
の
二
つ
の
記
載
に
、
そ
の
ま
ま
「
古
」
字
が
付
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
世
宗
十
七

年
以
降
、
同
二
十
四
年
の
聞
を
一
応
、
本
図
の
原
図
成
立
の
期
間
と
か
ん
が
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
古
慈
城
」
「
吉
田
延
」
の
註
記
に

関
す
る
青
山
氏
の
所
説
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
青
山
氏
が
世
宗
十
七
年
と
し
て
い
る
慈
城
の
設
置
は
、
正
し
く
は
世
宗
十
五
年

〈

ロ

）

〈

M
）

で
あ
り
、
ま
た
世
宗
二
十
四
年
と
し
て
い
る
茂
昌
の
設
置
も
、
実
は
世
宗
二
十
二
年
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
青
山
説
に
言
う
原

図
の
成
立
期
間
は
、
世
宗
十
五
年
以
降
、
同
二
十
二
年
の
間
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

乙
れ
を
前
記
印
刷
の
条
件
と
重
ね
合
せ
る
と
、
結
局
、
世
宗
十
五
年
（
一
四
三
三
）
か
ら
同
二
十
年
（
一
四
三
八
）
の
聞
に
、
本
図

の
原
図
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
原
図
が
前
述
の
山
凶
問
凶
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
の
ご
と
く
、
明
宗
四
年
以
後
に
改
訂
書

写
さ
れ
て
、
本
図
が
成
立
し
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
本
図
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
の
青
山
氏
の
見
解
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。

青
山
氏
の
原
図
論
批
判

前
節
で
見
た
青
山
氏
の
論
証
は
、
一
見
ま
乙
と
に
理
路
整
然
と
し
て
お
り
、
反
論
の
余
地
を
の
こ
さ
な
い
ご
と
く
に
見
え
る
が
、
仔
細
に

検
討
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
て
き
て
、
と
く
に
前
節
問
問
問
に
見
え
た
原
図
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
否

定
さ
れ
る
。
な
お
青
山
氏
怯
本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
中
国
東
北
部
と
、
乙
の
二
江
以
南
の
朝
鮮
本
国
の
部
分
と
を
一
括
し
て
論

じ
て
お
ら
れ
る
が
、
朝
鮮
地
図
の
う
ち
で
、
全
国
図
に
中
国
東
北
部
ま
で
含
め
て
え
が
い
て
い
る
本
図
の
よ
う
な
も
の
は
珍
ら
し
く
、
む

し
ろ
例
外
的
で
あ
り
、

一
般
に
、
朝
鮮
全
図
と
い
え
ば
、
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
南
の
朝
鮮
本
土
お
よ
び
、
そ
の
付
属
島
峡
だ
け
を
描
い
て

い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
本
図
の
様
に
、
中
国
東
北
部
ま
で
ふ
く
ん
だ
も
の
は
、
中
国
東
北
部
の
地
図
を
別
個
に
外
か
ら
持
っ
て
き
て
、

そ
れ
を
朝
鮮
本
国
の
全
図
と
合
せ
て
一
枚
に
仕
立
て
た
と
か
ん
が
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
朝
鮮
本
国
の
部
分
と
中
国
東

北
部
と
が
必
ら
ず
し
も
同
じ
基
準
で
作
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
と
く
に
註
記
な
ど
は
、
撰
択
の
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
両
者
を
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
、
は
じ
め
に
朝
鮮
本
国
の
部
分
を
と
り
あ
げ
る
。



た
以
外
の
註
記
に
注
目
し
、

ま
す
青
山
氏
の
論
点
悶
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
述
の
ご
と
く
、
氏
は
「
州
郡
県
所
属
の
小
県
名
」
と
し
て
、
円
印
で
固
ま
れ

そ
の
う
ち
か
ら
、
前
節
の
表
ー
に
見
え
る
「
徳
津
」
以
下
「
富
居
」
ま
で
の
十
三
箇
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し

い
さ
さ
か
暖
昧
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
独
立
の
県
で
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、

要
す
る
に
属
県
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
表
I
の
十
三
箇
が
、
い
ず
れ
も
世
宗
実
録
地
理
志
に
は
「
現
存
の
県
」
（
正
確
に
は
、
い
ま

言
っ
た
理
由
に
よ
り
、
属
県
と
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
）
と
し
て
見
え
、
降
っ
て
東
国
輿
地
勝
覧
に
な
る
と
、
廃
さ
れ
て
、
そ
の
古
跡
の
条

て
い
る
。
「
州
郡
県
所
属
の
小
県
名
」
と
い
う
の
は
、

に
入
っ
て
い
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
図
を
見
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
氏
の
言
う
十
三
箇
の
註
記
は
、

い
ず
れ
も
、
単
に
「
徳

津
」
「
新
豊
」
等
々
と
記
す
の
み
で
、

そ
れ
が
属
県
で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、

直
接
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
単
な
る
地

名
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
、
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
、
あ
え
て
属
県
と
い
う
と
と
で
地
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と

い
う
と
と
を
言
う
た
め
に
は
、
本
図
の
、
す
く
な
く
と
も
朝
鮮
本
国
の
範
囲
に
お
い
て
、
円
印
で
固
ま
れ
た
以
外
の
註
記
の
う
ち
、
山
川

－
幌
・
王
陵
・
宮
室
・
澗
堂
・
寺
院
・
楼
亭
・
倉
庫
・
鎮
・
盤
・
口
子
・
山
城
・
補
・
梁
・
津
・
渡
な
ど
、
属
県
以
外
の
も
の
で
あ
る
ζ

と
が
、
記
載
か
ら
明
ら
か
に
読
み
と
れ
る
も
の
及
び
「
古
」
字
を
頭
に
冠
し
て
（
例
え
ば
前
節
で
見
た
「
古
慈
城
」
「
古
呂
延
」
の
ご
と

く
〉
そ
れ
が
過
去
の
存
在
で
あ
る
と
と
を
明
示
し
て
い
る
も
の
を
除
い
た
残
り
全
部
が
、
単
な
る
地
名
で
な
く
、
す
べ
て
属
県
で
あ
る
と

い
う
大
前
提
が
必
要
な
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
、
そ
う
い
う
と
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
か
ら
検
討
し

た
い
と
お
も
う
が
、
以
下
、
話
を
進
め
る
都
合
上
、
右
の
大
前
提
面
対
象
に
な
る
註
記
を
「
単
純
註
記
」
と
呼
ぶ
乙
と
に
す
る
。
結
論
を

先
に
言
え
ば
、
本
図
の
単
純
註
記
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
一
度
も
属
県
で
あ
っ
た
と
と
の
な
い
も
の
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
次
に
そ

の
倒
を
示
そ
う
。

① 

随
Jll 

本
国
の
平
安
道
定
州
の
南
方
の
半
島
に
「
随
川
」
な
る
註
記
が
あ
る
が
、
そ
の
沿
革
に
つ
い
て
は
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
平
安
道
陣
川

郡
条
に
、

つ
ぎ
の
ど
と
く
あ
る
。
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随
川
郡
、
ハ
中
略
）
高
麗
高
宗
辛
卯
、
秋
兵
陥
昌
州
城
、
邑
人
入
子
京
畿
紫
燕
島
、
元
宗
辛
酉
出
陸
、
寓
子
郭
州
海
浜
、
以
失
土
、

割
郭
州
東
十
六
村
及
属
県
安
義
鋭
、
以
典
之
、
稿
知
随
州
事
、
の
兼
郭
州
、
、
恭
感
王
辛
亥
、
析
置
郭
州
、
本
朝
太
宗
笑
巳
、
例
改
今

名。

と
れ
に
よ
れ
ば
、
随
川
は
、
高
麗
高
宗
辛
卯
（
一
二
三
一
）
に
、
昌
州
が
蒙
古
兵
の
占
領
に
よ
っ
て
、
巴
人
共
々
、
京
畿
道
紫
燕
島
へ
選

移
し
、
の
ち
、
高
麗
元
宗
辛
酉
年
（
一
・
二
六
一
）
、
郭
州
の
海
浜
へ
出
陸
し
、
土
地
が
な
い
の
で
、
郭
州
の
一
部
束
十
六
村
と
そ
の
属
県

安
義
鎮
を
割
い
て
知
随
州
事
が
置
か
れ
た
の
に
は
じ
ま
る
。
と
の
知
随
州
事
が
李
朝
太
宗
十
三
年
笑
巳
（
一
回
二
ニ
）
に
随
川
郡
と
改
ま

っ
た
と
い
う
0

4

そ
の
後
の
随
川
郡
に
つ
い
て
は
『
新
一
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
五
十
二
定
州
牧
の
建
置
沿
革
条
に
「
（
世
祖
）
十
二
年
、
又

移
州
治
子
随
川
、
‘
遂
省
随
川
郡
」
と
み
え
、
同
じ
く
定
州
牧
の
古
跡
条
の
随
川
廃
郡
の
項
K
「
在
州
（
定
州
）
南
十
五
里
、
（
中
略
）
世

祖
十
二
年
罷
之
、
移
定
州
治
子
郡
之
新
安
駅
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
祖
十
二
年
〈
一
四
六
六
）
、
定
州
牧
が
、
治
所
を
随
川
郡
の
新

安
駅
へ
移
し
て
き
た
の
で
、
随
川
郡
は
廃
さ
れ
た
と
い
う
。
乙
れ
に
よ
れ
ば
、
行
政
単
位
の
名
称
と
し
て
の
「
随
川
」
は
「
陪
川
郡
」
と

し
て
太
宗
十
三
年
（
一
四
一
三
）
ー
か
ら
世
祖
十
二
年
（
一
四
六
六
）
ま
で
存
在
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
属
県
と
し
て
存
在
し
た
と
と
は
一

度
も
な
い
。

高
興

②
 本

図
の
全
羅
道
興
陽
の
南
西
の
海
岸
に
近
い
と
乙
ろ
に
「
高
興
」
の
註
記
が
あ
る
が
、

覧
』
巻
四
十
輿
陽
県
条
に
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。

そ
の
沿
革
に
つ
い
て
は
『
新
増
東
国
輿
地
勝

建
置
沿
革

本
長
興
府
高
伊
部
曲
詩
脚
柑
一
一
方
高
麗
忠
烈
王
十
一
年
、
土
人
柳
庇
齢
蹴
名
以
訳
語
通
事
子
元
有
功
、
改
名
高
興
、
陸
為
県
、
置

監
務
、
本
朝
太
祖
四
年
、
因
倭
冠
、
橋
寓
宝
城
郡
兆
陽
県
之
地
、
六
年
置
鎖
、
以
兵
馬
使
兼
県
事
、
世
宗
五
年
、
改
称
余
節
制
使
、

こ
十
三
年
、
又
遷
子
長
興
府
萱
原
県
之
地
、
割
宝
城
郡
之
南
陽
県
来
合
、
因
改
今
名
為
県
監
。



一
角
伊
部
曲
は
昇
格
し
、

倭
冠
の
た
め
に
治
所
を
宝
城
郡
兆
陽
県
に
移
し
た
が
、
世
宗
二
十
三
年
（
一
四
四
一
）
に
、
ま
た
長
興
府
管
内
の
宣
原
県
の
地
に
移
し
、

柳
庇
の
出
身
地
と
い
う
乙
と
で
、

と
れ
に
よ
れ
ば
、
高
興
の
前
身
は
長
興
府
の
高
伊
部
曲
で
あ
る
。
高
麗
忠
烈
王
十
一
年
（
一
二
八
五
〉
に
、
通
事
と
し
て
功
績
の
あ
っ
た

名
を
改
め
て
高
興
県
と
な
っ
た
。
李
朝
に
入
っ
て
太
祖
四
年
（
一
三
九
五
）
、

宝
城
郡
の
南
陽
県
を
合
せ
て
、
輿
陽
県
と
改
め
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
高
興
」
も
、
行
政
単
位
の
名
称
と
し
て
は
「
高
輿
県
」
と

し
て
高
麗
忠
烈
王
十
一
年
（
一
二
八
五
）
か
ら
李
朝
世
宗
二
十
三
年
（
一
四
四
一
）
ま
で
存
在
し
た
だ
け
で
あ
り
、
属
県
と
し
て
存
在
し

た
と
と
は
一
度
も
な
い
。

③ 

富
居

本
図
の
威
鏡
道
富
寧
の
近
く
に
「
富
居
」
な
る
註
記
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
前
に
見
た
ご
と
く
、
青
山
氏
が
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
に
現

表
I
の
日
参
照
）
。
し
か
し
同
書
威
吉
道
富
寧
都

存
の
属
県
と
し
て
見
え
る
十
三
箇
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
ハ
前
節
、

護
府
条
を
あ
げ
れ
ば
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
氏
は
史
料
の
誤
読
を
し
て
い
る
様
で
あ
る
。

〔民〕

富
寧
都
護
府
、
（
中
略
〉
本
鏡
城
郡
石
幕
上
平
地
、
世
宗
十
四
年
、
以
地
為
東
良
北
野
人
往
来
要
街
、
始
置
寧
北
鎮
、
差
節
制
使
、

世
宗
二
十
年
冬
、
以

兼
判
鏡
城
郡
事
、
十
六
年
、
移
寧
北
鎮
子
伯
顔
愁
所
、
石
幕
旧
地
、
以
土
官
千
戸
守
之
、
三
十
一
年
、
草
富
居
県
高
郎
蚊
以
西
・
黄
節

轍
捌
鳩
ル
畑
一
叫
羽
開
店
移
民
戸
子
石
幕
、
以
本
県
掘
浦
以
西
・
会
寧
府
南
銭
掛
唄
以
南
・
責
節
一
坂
以
北
属
之
、
改
今
名
、
陸
都
護
府
。

乙
れ
に
よ
れ
ば
、
富
寧
都
護
府
は
、
寧
北
鎮
に
富
居
県
の
一
部
を
併
合
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
寧
北
鎮
は
、
世
宗
十
四
年
（
一
四
三

二
》
花
、
鏡
城
郡
石
幕
の
地
化
置
か
れ
、
同
十
六
年
（
一
四
三
四
）
に
伯
顔
愁
所
に
移
さ
れ
、
石
幕
の
旧
地
に
は
、
土
官
の
千
戸
が
置
か

れ
た
。
富
居
県
の
方
は
、
世
宗
二
十
年
冬
に
設
予
高
郎
肢
以
西
・
黄
節
苦
手
阿
山
以
南
・
龍
城
大
川
誌
の
地
を
所
属
さ
せ
た

が
、
同
三
十
一
年
（
一
四
四
九
）
に
草
罷
し
、
そ
こ
に
あ
づ
た
民
戸
は
、
石
幕
へ
移
し
、
富
居
県
の
境
域
の
う
ち
の
掘
浦
以
西
・
会
寧
府

の
南
の
銭
掛
唄
以
南
・
黄
節
攻
以
北
の
地
を
寧
北
鎮
に
合
し
、
合
併
後
の
名
称
は
、
富
居
の
富
と
寧
北
鎮
の
寧
を
合
せ
て
富
寧
と
し
て
、

都
謹
府
に
昇
格
し
た
。

ζ

れ
に
よ
る
と
「
富
居
」
も
ま
た
、
「
富
居
県
」
と
し
て
、
世
宗
二
十
年
（
一
四
三
八
）
か
ら
同
三
十
一
年
三
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四
四
九
〉
ま
で
存
在
し
た
だ
け
で
あ
り
、
属
県
と
し
て
存
在
し
た
と
と
は
一
度
も
な
い
。

さ
き
に
、
青
山
氏
の
論
証
が
な
り
た
っ
た
め
に
は
、
本
図
の
す
く
な
く
と
も
朝
鮮
本
国
の
部
分
に
あ
る
単
純
註
記
が
、
す
べ
て
属
県
と

い
う
ζ

と
で
記
載
さ
れ
た
ー
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
る
乙
と
を
の
べ
た
が
、
以
上
の
「
随
川
」
「
高
輿
」
「
富
居
」
の
三
例
か

ら
も
わ
か
る
様
に
、
単
純
註
記
の
中
に
、
一
度
も
属
県
で
あ
っ
た
乙
と
の
な
い
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
に
は
、
氏
の
論
証
の
前
提
は
崩
れ

去
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
右
の
「
富
居
」
以
外
に
も
、
青
山
氏
が
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
に
現
存
の
属
県
と
し
て
見
え
る
も
の
と
し
て
挙
げ
た
十
三
箇
の

註
記
（
前
節
表
I
）
に
は
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
さ
ら
に
三
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
に
挙
げ
る
「
松
生
」
と
「
三
政
」
お
よ
び
「
雲
嵩
」

で
あ
る
。
と
の
三
箇
は
、
か
つ
て
属
県
で
あ
っ
た
乙
と
は
あ
る
が
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
の
段
階
す
な
わ
ち
世
宗
十
m
犠
ハ
一
四
三
二
）

以
前
に
お
い
て
、
す
で
に
現
存
の
属
県
で
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

松
生青

山
氏
は
、
前
節
の
表
I
の
3
に
見
る
ご
と
く
、
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
で
は
、

ま
同
書
慶
尚
道
青
松
郡
条
を
見
る
と
、
実
際
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

松
生
を
青
松
郡
の
属
県
と
し
て
い
る
と
す
る
が
、

い

青
松
郡
、
古
青
島
品
、
本
高
句
麗
青
己
県
、
新
羅
改
名
積
善
、
為
野
城
郡
領
県
、
高
麗
初
、
為
長
伊
県
、
又
為
雲
鳳
県
、
成
宗
五
年
丙

成
、
又
改
為
青
亮
県
、
属
礼
州
任
内
、
本
朝
太
祖
三
年
甲
成
、
ム
ロ
子
真
宝
、
戊
成
今
上
即
位
、
以
恭
妃
内
郷
、
陸
為
青
宝
郡
。
松
生

県
、
新
羅
時
稽
号
未
詳
、
高
麗
穎
宗
戊
午
、
属
礼
州
任
内
、
仁
宗
二
十
一
年
葵
亥
、
始
置
監
務
、
今
上
五
年
突
卯
、
合
子
育
売
、
更

号
青
松
、
析
真
宝
、
復
置
県
監
。
属
県
て
安
徳
県
、
本
高
句
麗
伊
火
県
、
新
羅
改
為
縁
武
、
為
曲
城
郡
領
県
、
高
麗
改
今
名
、
顕

宗
戊
午
、
属
安
東
任
内
、
恭
譲
王
二
年
庚
午
、
始
置
監
務
、
本
朝
太
祖
三
年
甲
成
、

A
ロ
子
松
生
、
今
上
奏
卯
来
属
。

こ
れ
は
、
青
松
郡
成
立
の
経
緯
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

と
れ
に
よ
る
と
青
松
郡
は
「
古
車
問
亮
」
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
青
亮
と
松

生
県
と
が
合
併
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
安
徳
県
が
属
県
と
し
て
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

か
つ
て
の
青
売
で
あ
る



が
、
乙
れ
は
、
古
く
高
句
麗
の
青
己
県
に
始
ま
り
、
積
善
、
売
伊
県
、
雲
鳳
県
と
改
ま
り
、
高
麗
成
宗
五
年
（
九
八
六
）
に
青
亮
県
と
な

り
、
礼
州
の
管
轄
に
な
っ
て
い
た
が
、
李
朝
太
祖
三
年
（
一
三
九
四
）
、
真
宝
と
合
併
し
た
。
こ
の
文
章
は
、
合
併
後
の
名
称
を
記
し
て

い
な
い
が
、
恐
ら
く
、
青
売
の
青
と
真
宝
の
宝
と
を
と
っ
て
青
宝
県
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
世
宗
が
即
位
す
る
や
、
恭
妃
（
洗
氏
）
の

つ
ぎ
に
松
生
で
あ
る
が
、
新
羅
の
と
き
の
称
号
は
不
明
で
あ
る
。
高
麗
顕
宗
九
年
戊
午

本
貫
地
と
い
う
こ
と
で
、
青
宝
郡
に
昇
格
し
た
。

（一

O
一八）

に
、
松
生
は
礼
州
の
任
内
、

す
な
わ
ち
そ
の
管
轄
と
な
っ
た
が
、

同
じ
く
仁
宗
二
十
一
年
（
一
一
四
一
ニ
）

に
、
初
め
て
監

務
を
置
き
、
以
後
、
独
立
の
県
と
な
っ
た
。
李
朝
に
入
る
と
、

乙
の
松
生
県
は
世
宗
五
年
（
一
四
二
三
）

に
、
当
時
青
宝
郡
の
一
部
に
な

っ
て
い
た
、

か
つ
て
の
青
亮
と
合
併
し
て
青
松
郡
と
な
っ
た
。
な
お
、
青
宝
郡
の
片
割
れ
で
あ
る
真
宝
は
、
単
独
の
県
と
な
っ
て
県
監
を

置
い
た
。

高
句
麗
の
伊
火
県
か
ら
は
じ
ま
り
、

り
、
高
麗
額
宗
九
年
戊
午
（
一

O
一
八
〉
に
安
東
の
管
轄
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
安
徳
は
恭
譲
王
二
年
（
一
三
九
O
〉
に
監
務
を
置
い
て

独
立
の
県
と
な
っ
た
が
、
李
朝
に
入
っ
て
太
祖
三
年
（
一
三
九
四
）
に
松
生
に
合
併
さ
れ
た
。
松
生
は
前
述
の
ご
と
く
、
世
宗
五
年
（
一

い
ま
一
つ
の
安
徳
県
で
あ
る
が
、

新
羅
に
は
縁
武
と
な
り
、

高
麗
に
な
っ
て
安
徳
と
な

四
二
一
ニ
）
に
育
長
と
合
併
し
て
青
松
郡
と
な
っ
た
が
、

そ
の
さ
い
安
徳
は
青
松
郡
の
属
県
と
い
う
扱
い
に
な
っ
た
。

文
脈
を
追
っ
て
少
し
繁
雑
な
説
明
に
な
っ
た
が
、
要
す
る
に
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
の
段
階
で
、
松
生
が
青
松
郡
の
属
県
と
し
て
存
在

し
た
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
。
松
生
が
属
県
で
あ
っ
た
の
は
、
高
麗
の
顛
宗
九
年
（
一

O
一
八
）
か
ら
、
同
じ
く
仁
宗

二
十
一
年
（
一
一
四
一
ニ
）
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
年
、
松
生
は
礼
州
の
任
内
か
ら
独
立
し
て
県
と
な
り
、

そ
の
後
、

乙
の
松
生
県
は

李
朝
の
世
宗
五
年
（
一
回
二
三
）
に
、
青
売
と
合
併
し
て
青
松
と
名
を
改
め
、
昇
格
し
て
郡
と
な
っ
た
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
仁
宗
二
十

一
年
以
後
、
松
生
が
ど
乙
か
の
属
県
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。

政青
山
氏
は
、
前
節
表
I
の
6
に
見
る
ご
と
く
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
で
は
、
三
肢
を
三
嘉
県
の
鼠
県
と
し
て
い
る
と
す
る
が
、
同
書
慶

尚
道
三
嘉
県
条
に
は
つ
ぎ
の
ど
と
く
あ
る
。

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
〉

一O
七



内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
い
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

一O八

三
嘉
県
、
三
岐
県
、
本
三
支
県
一
二
ャ
景
徳
王
改
名
三
岐
、
為
江
陽
郡
領
県
、
顕
宗
戊
午
、
属
快
州
任
内
、
恭
思
玉
突
丑
、
始
置
監

麻
杖

務
、
本
朝
太
祖
甲
成
、
以
王
師
自
超
之
郷
、
陸
為
知
郡
事
、
太
宗
辛
巳
、
降
為
県
、
甲
午
、
以
映
川
任
内
嘉
樹
県
属
之
、
改
号
三
嘉
、

置
監
務
、
別
号
肢
山
。
嘉
樹
県
、
本
加
主
火
県
、
景
徳
王
改
名
嘉
書
、
為
康
州
郡
領
県
、
顕
宗
戊
午
、
移
属
侠
州
任
内
樹
字
声
転
。

而
為
寿

そ
の
昔
、
三
支
県
と
い
い
、
新
羅

と
れ
に
よ
る
と
、
三
嘉
県
は
三
政
県
に
嘉
樹
県
を
合
せ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
三
政
県
は
、

景
徳
王
の
と
き
に
三
肢
と
改
ま
っ
て
江
陽
郡
領
県
と
な
り
、
ま
た
高
麗
顕
宗
九
年
戊
午
（
一

O
一
八
）
に
快
州
の
管
轄
に
な
っ
た
が
、
恭

思
王
二
十
二
年
笑
丑
（
一
三
七
三
）
に
、
初
め
て
監
務
を
置
き
、
独
立
し
た
県
と
な
っ
た
。
李
朝
に
入
る
と
、
太
祖
三
年
甲
成
（
一
三
九

四
）
、
無
学
自
超
の
郷
と
い
う
と
と
で
、
昇
格
し
て
知
郡
事
と
な
り
、
太
宗
元
年
辛
巳
（
一
四
O
一
）
、
降
格
し
て
県
と
な
っ
た
。
太
宗
十

（

口

）

四
年
甲
午
（
一
四
一
四
）
、
と
の
三
政
県
は
、
当
時
、
快
川
（
か
つ
て
の
陳
州
、
太
宗
十
三
年
に
陳
川
郡
と
な
る
）
の
管
轄
に
な
っ
て
い

た
嘉
樹
県
を
合
併
し
て
三
嘉
県
と
改
ま
り
、
監
務
を
置
い
て
独
立
の
県
と
し
て
存
続
し
た
。

一
方
、
嘉
樹
県
は
、

そ
の
昔
、
加
主
火
県
と

い
い
、
新
経
景
徳
王
の
と
き
嘉
毒
と
改
ま
っ
て
、
康
州
郡
の
領
県
と
な
り
、
高
麗
顕
宗
九
年
戊
午
（
一

O
一八）

に
陳
州
の
管
轄
に
移
つ

て
い
た
も
の
で
、
嘉
蕎
県
の
需
は
樹
の
転
出
閏
で
、
嘉
需
は
嘉
樹
で
あ
る
と
い
う
。

と
れ
に
よ
る
と
、
三
肢
も
ま
た
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
の
段
階
で
、
三
嘉
県
の
属
県
と
し
て
存
在
し
た
事
実
は
な
い
。
三
肢
が
属
県
で

あ
っ
た
の
は
、
高
麗
恭
思
王
二
十
三
年
（
一
三
七
三
）
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
と
の
年
、
三
肢
は
独
立
し
た
県
と
な
り
、

そ
の
後
、
李
朝

太
宗
十
四
年
（
一
四
一
四
）
に
三
嘉
県
と
な
っ
た
が
、

そ
の
問
、

い
ず
れ
か
の
属
県
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

安
否
両青

山
氏
は
前
節
表
I
の
9
に
見
え
る
ご
と
く
、
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
で
は
、

雲
富
を
通
川
郡
の
属
県
と
し
て
い
る
と
す
る
が
、

同
書

江
原
道
通
川
郡
条
に
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
あ
る
。

通
川
郡
、
知
郡
事
一
人
、
本
高
句
麗
休
壌
郡
企
阪
、
新
羅
改
金
壌
郡
、
高
麗
初
置
県
令
、
忠
烈
王
十
一
年
、
陸
為
知
通
州
事
、
本
朝

因
之
、
太
宗
十
三
年
葵
巴
、
例
改
通
川
郡
、
属
県
三
、
臨
道
（
中
略
）
、
碧
山
県
（
中
略
）
、
雲
鼠
県
、
本
訴
配
一
半
珍
県
、
新
羅
改
偏



験
県
、
為
高
城
郡
領
県
、
高
麗
改
今
名
、
為
金
壌
県
任
内
碧
山
・
慢
路
、
。

亡
為
直
村

乙
れ
に
よ
る
と
雲
嵩
は
、
は
じ
め
平
珍
県
と
い
い
、
新
羅
の
と
き
偏
験
県
と
改
ま
っ
て
、
高
城
郡
の
領
県
と
な
っ
た
が
、
高
麗
の
と
き
雲

富
と
改
ま
っ
て
、
金
壌
県
（
の
ち
の
通
川
郡
〉
の
属
県
と
な
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
乙
乙
で
は
、
雲
嵐
を
臨
道
・
碧
山
と
と
も
に
、

通
川
郡
の
三
つ
の
属
県
の
一
つ
に
数
え
あ
げ
て
は
い
る
が
、
文
末
の
割
註
で
わ
か
る
ど
と
く
、
雲
嵐
は
、
碧
山
と
と
も
に
、
す
で
に
亡
び

『
世
宗
実
録
地
理
志
』
の
乙
の
部
分
の
記
事

て
、
通
川
郡
の
直
村
と
な
っ
て
い
る
。

〈
叫
岬
〉

が
で
き
た
世
宗
十
四
年
（
一
四
三
二
）
当
時
に
は
、
す
で
に
現
存
の
属
県
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

乙
の
様
に
見
て
く
る
と
、
青
山
氏
が
本
図
の
註
記
の
う
ち
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
に
現
存
の
属
県
と
し
て
見
え
る
と
し
て
あ
げ
て
い
る

十
三
箇
の
な
か
に
、
富
居
・
松
生
・
三
政
・
雲
富
の
四
箇
ま
で
も
が
、
実
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
れ
ま
で
見
た
と
ζ

ろ
か
ら
、
本
図
の
単
純
註
記
の
中
に
は
、
か
つ
て
属
県
で
あ
っ
た
た
め
し
の
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
属
県
で

す
な
わ
ち
雲
寓
は
通
川
郡
の
属
県
で
は
あ
っ
た
が
、

あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
存
在
期
聞
が
ま
ち
ま
ち
な
も
の
が
混
在
し
て
い
る
乙
と
が
わ
か
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
本
図
の
単
純
註
記
は
、

あ
る
特
定
な
時
点
に
現
存
し
た
属
県
を
拾
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
（
青
山
氏
の
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
仮
説
）
は

な
り
た
た
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
幅
を
ひ
ろ
げ
て
、
属
県
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る
特
定
な
時
点
に
現
存
し
た
各
種
行
政
地
名
（
県
・
郡

か
ら
府
に
い
た
る
各
種
行
政
単
位
の
名
称
）
を
も
拾
っ
て
記
載
し
た
と
い
う
仮
説
に
立
っ
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

そ苧つ

い
う
仮
説
も
無
理
な
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
に
見
た
ご
と
く
、
松
生
の
場
合
は
松
生
県
が
世
宗
五
年
（
一
四
二
三
）
に
青
売
と
合
し
て

青
秘
郡
と
名
が
変
っ
た
と
と
に
よ
り
、
ま
た
三
岐
の
場
合
は
太
宗
十
四
年
（
一
四
一
四
〉
に
三
政
県
が
嘉
樹
県
（
当
時
挟
川
の
属
県
で
あ

っ
た
）
と
合
し
て
三
嘉
県
と
名
が
変
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
後
、
松
生
・
三
岐
と
も
行
政
地
名
と
し
て
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

方
、
富
居
の
場
合
は
、
世
宗
二
十
年
（
一
四
三
八
）
か
ら
同
三
十
一
年
（
一
四
四
九
）
の
問
、
富
居
県
と
し
て
存
在
し
た
以
外
は
行
政
地

名
と
し
て
存
在
し
た
乙
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
松
生
・
三
岐
・
富
居
の
三
つ
の
註
記
を
と
り
あ
げ
た
だ
け
で
も
、
そ
れ
ら
が
、
あ
る
特

定
の
時
点
に
、
行
政
地
名
と
し
て
共
存
し
た
と
と
は
な
い
。
要
す
る
に
、
属
県
以
外
に
拡
大
し
て
か
ん
が
え
た
と
し
て
も
、
本
図
の
単
純

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

究



内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
〈
長
）

二
O

註
記
が
、
あ
る
特
定
の
時
点
に
現
存
し
た
行
政
地
名
を
拾
い
あ
げ
て
記
し
た
も
の
と
い
う
仮
説
は
な
り
た
た
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
本

図
の
単
純
註
記
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
地
域
に
お
い
て
、
高
麗
の
公
険
鎮
や
、
元
朝
の
東
征
元
帥
府
が
記
載

さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
地
図
製
作
の
時
点
か
ら
ふ
り
か
え
っ
て
、
過
去
の
い
ろ
い
ろ
な
時
期
に
存
在
し
た
行
政
地
名
を
、
何
等
か
の
関

心
に
も
と
づ
い
て
、
適
宣
ひ
ろ
い
あ
げ
て
記
し
た
も
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
行
政
単
位
の
名
称
と
い
う
こ
と
か
ら
は
な
れ
て
、
単
な
る

地
域
名
称
を
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
か
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
で
は
郡
県
な
り
、
そ
の
属
県
な
り
が
革
寵
さ
れ
て
も
、
そ
の
名
称
が
地
域
名
と

〈

uv

し
て
残
り
つ
づ
け
る
と
い
う
乙
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
単
な
る
地
域
名
が
拾
わ
れ
て
い
る
と
い
う
ζ

と
も
十
分
か
ん
が

え
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。

本
図
に
見
え
る
単
純
註
記
の
う
ち
で
、
ど
れ
が
過
去
に
存
在
し
た
行
政
地
名
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
れ
が
単
な
る
地
域

名
称
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
が
、

は
、
本
図
作
成
の
年
代
を
判
定
す
る
基
準
に
な
り
う
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
註
記
を
も
っ
て
、
本
図
の
原
図

そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
し
て
も

本
図
の
単
純
註
記

そ
も
そ
も
意
味
の
な
い
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
み
ち
び

き
出
さ
れ
た
、
原
図
の
成
立
時
期
が
世
宗
二
十
四
年
以
前
で
あ
る
と
の
説
は
、
ま
っ
た
く
根
拠
を
持
た
な
い
も
の
と
な
る
。
本
図
の
朝
鮮

の
成
立
年
代
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
青
山
氏
の
試
み
は
、

本
土
部
分
の
単
純
註
記
は
、
概
算
百
六
十
箇
前
後
あ
る
が
、
青
山
氏
が
そ
れ
ら
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
自
論
を
成
り
た
た
し
め

る
の
に
都
合
の
よ
い
十
三
箇
だ
け
を
と
り
出
し
て
、

そ
れ
を
も
っ
て
、
全
体
の
成
立
年
次
を
推
し
は
か
ろ
う
と
し
た
と
乙
ろ
に
、

そ
も
そ

も
の
無
理
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
青
山
氏
の
論
点

mに
つ
い
て
検
討
す
る
。
青
山
氏
は
、

四
郡
す
べ
て
が
、
世
祖
元
年
に
廃
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、

乙
の
年
に

廃
さ
れ
た
の
は
闇
延
・
茂
昌
・
虞
丙
の
三
郡
の
み
で
、
し
か
も
そ
の
廃
止
決
定
の
時
期
も
、
同
じ
年
と
は
い
え
、
ま
だ
世
祖
反
正
以
前
の

（

初

）

（

幻

）

四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
正
し
く
は
端
宗
三
年
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
残
り
の
慈
城
は
世
祖
五
年
に
至
っ
て
廃
さ
れ
た
。

そ
こ
で
ま

ず
、
後
世
、
廃
四
郡
と
一
括
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
ζ

れ
ら
諸
郡
の
設
置
期
聞
を
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。



間
延
太
宗
一
六
年
（
一
四
二
ハ
）

世
宗
一
七
年
（
一
四
三
五
）

端
宗
三
年
（
一
四
五
五
）

慈
城
世
宗
一
五
年
（
一
四
三
三
〉

世
祖
五
年
（
一
四
五
九
）

干
成
田
日

世
宗
二
二
年
（
一
四
四
O
）

二
四
年
（
一
四
回
二
）

端
宗
三
年
（
一
四
五
五
）

同

虞
丙
世
宗
二
五
年
（
一
四
四
一
ニ
）

端
宗
三
年
（
一
四
五
五
）

郡
を
置
く
。

都
護
府
に
昇
格
。

廃
す
。

郡
を
置
く
。

廃
す
。

県
を
置
く
。

郡
に
昇
格
。

廃
す
。

郡
を
置
く
。

廃
す
。

「
古
踊
〕
延
」
「
古
慈
城
」
と
い
う
註
記
は
、
間
延
・
慈
城
の
二
郡
が
廃
さ
れ
た
後
、
す
な
わ
ち
、
世
祖
五
年
（
一
四
五
九
）
以
降
に
な
っ

て
乙
そ
書
か
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
青
山
氏
は
さ
ら
に
一
歩
議
論
を
す
す
め
て
、
虞
丙
と
茂
昌
が
本
図
の
註
記
に
見
え
な
い

乙
と
を
も
っ
て
、

そ
れ
が
未
だ
設
置
さ
れ
な
い
以
前
、
す
な
わ
ち
闇
延
・
慈
城
だ
け
が
存
在
し
た
期
間
（
世
宗
十
五
年
以
降
、
同
二
十
二そ

年
以
前
）

に
本
図
の
原
図
が
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
四
郡
す
べ
て
が
廃
さ
れ
た
後
に
な
っ
て
、

そ
の
原
図
が
改
訂
筆
写
さ
れ
、

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

の
さ
い
「
間
延
」
「
慈
城
」
に
そ
れ
ぞ
れ
「
古
」
字
が
付
さ
れ
た
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。こ

の
説
明
の
最
大
の
難
点
は
、
虞
十
内
・
茂
昌
の
こ
っ

青
山
氏
の
ζ

の
説
明
は
、

よ
く
考
え
て
は
あ
る

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

の
註
記
が
見
え
な
い
こ
と
を
も
っ
て
立
論
の
根
拠
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
物
に
も
よ
る
が
、
限
ら
れ
た
大
き
さ
の
地
図
に
註
記
を
ほ

ど
乙
す
場
合
、
そ
の
数
は
お
の
ず
か
ら
抑
え
ら
れ
、
重
要
な
も
の
だ
け
が
撰
択
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
四
箇
の
郡
の

（

n）
 

う
ち
で
、
設
置
時
期
が
早
く
、
存
続
期
間
も
長
く
て
、
戦
略
上
、
よ
り
重
要
な
拠
点
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
た
間
延
・
慈
城
の
二
つ
だ
け

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）



内
閣
文
庫
所
蔵
「
筋
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
〉

合
で
は
な
い
が
、
虞
丙
・
茂
昌
の
二
つ
の
註
記
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、

を
撰
択
し
て
註
記
し
た
と
い
う
考
え
も
十
分
成
り
た
ち
う
る
。
原
図
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
別
段
、
不
都

そ
の
成
立
の
下
限
を
考
え
る
と
い
う
の
は
論
証
方
法
と

し
て
誤
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
青
山
氏
の
論
点
の
附
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
部
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
第

四
節
で
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
原
図
の
作
成
時
期
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
の
で
、
乙
乙
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
青
山
氏
は
、

本
図
の
婆
猪
江
流
域
に
見
え
る
「
李
満
住
」
な
る
註
記
を
と
り
あ
げ
、

乙
れ
を
も
っ
て
、
李
満
住
が
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
時
期
に
本

図
の
原
図
が
作
ら
れ
た
と
と
を
示
す
も
の
と
し
て
い
る
が
、

と
う
い
う
論
法
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
本
図
の
右
上
の
隅

の
大
河
道
の
河
口
に
近
い
と
ζ

ろ
に
「
東
征
元
帥
府
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ζ

れ
は
元
の
時
代
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
明
初
に
は

ハお）

奴
児
干
都
司
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
な
ど
は
、
さ
し
づ
め
、
原
図
が
元
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
し
め
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
本
図

の
白
頭
山
か
ら
流
れ
出
る
河
道
が
大
き
く
曲
が
る
あ
た
り
の
右
側
に
「
黒
水
林
橋
」
（
黒
水
綜
輯
）
の
記
載
が
あ
る
が
、

乙
れ
も
朝
鮮
と

の
関
係
で
言
う
な
ら
ば
、
十
世
紀
初
頭
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
し
ば
し
ば
高
麗
と
の
交
渉
が
見
え
る
の
で
、
そ
の
こ
ろ
に
原
図

の
製
作
時
期
を
想
定
す
る
と
と
も
で
き
る
ζ

と
に
な
る
。
東
征
元
帥
府
や
黒
水
綜
縞
は
、
歴
史
上
の
名
称
を
た
ま
た
ま
記
し
た
ま
で
の
も

の
と
説
明
す
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
説
明
は
李
満
住
に
つ
い
て
も
成
り
た
ち
う
る
わ
け
で
、

ひ
と
り
、
李
満
住
だ
け
は
、
原
図
製
作
当
時
の

現
実
を
示
す
註
記
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
と
は
で
き
ま
い
。
李
満
住
の
註
記
は
、

そ
れ
を
も
っ
て
、
格
別
に
原
図
製
作
時
期
を
想
定
さ
せ

る
様
な
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
で
一
言
、
誤
解
を
招
か
ぬ
よ
う
に
と
と
わ
っ
て
お
く
が
、
筆
者
は
何
も
、
原
図
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
な
ど
と
主
張
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
図
の
ご
と
き
、
か
な
り
整
っ
た
朝
鮮
全
図
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
、
相
当
に
長
い
、
地
図
製
作
の
道
程
が
あ
っ

た
害
で
あ
り
、
本
図
の
製
作
に
あ
た
っ
て
、
土
台
と
し
て
利
用
さ
れ
た
原
図
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
ど
く
自
然
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
原
図

が
一
つ
だ
け
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
ず
、
何
種
類
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
部
分
図
で
あ
っ
た
場
合
も
あ
り
う
る



で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
第
四
節
で
後
述
す
る
ご
と
く
、
少
く
と
も
本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
に
つ
い
て
は
、
中
国
か
ら
入
っ
た
別
箇
の

原
図
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
本
図
の
ご
と
き
整
っ
た
内
容
の
地
図
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
成
立
時
期
の
確
定
だ
け
で
な
く
、
そ
の
原

図
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
大
い
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
た
だ
、
青
山
氏
の
よ
う
な
論
拠
で

も
っ
て
し
て
は
、
原
図
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
い
わ
ん
や
、
そ
の
原
図
が
世
宗
十
五
年
（
一
四
三
三
）
か
ら
同
二
十

年
（
一
四
三
八
〉
の
聞
に
成
立
し
た
な
ど
と
い
う
乙
と
も
言
え
な
わ
で
あ
ろ
う
。
な
お
青
山
氏
は
、
本
図
の
原
図
の
製
作
時
期
を
、
世
宗

門
斜
）

朝
に
設
定
す
る
乙
と
に
よ
り
、
世
宗
時
代
に
作
ら
れ
た
乙
と
が
記
録
上
知
ら
れ
て
い
る
鄭
捗
の
八
道
図
と
本
図
と
が
、
あ
る
い
は
関
係
が

（

お

）

あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
乙
れ
ま
た
、
い
ま
の
と
ζ

ろ
根
拠
の
な
い
議
論
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
国
朝
鮮
園
部
分
の
検
討

つ
ぎ
に
青
山
氏
の
論
点
の
山
間
間
凶
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
さ
い
問
題
と
な
る
の
は
、
円
で
固
ま
れ
た
註
記
で
あ
る
。
こ
の
円
囲
い
註

記
の
場
合
も
ま
た
、
単
に
「
慶
州
」
と
か
「
忠
州
」
と
か
記
す
の
み
で
、
慶
州
府
と
か
忠
州
牧
と
い
う
書
き
か
た
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど

も
、
本
図
で
は
各
道
ご
と
に
官
の
総
計
を
註
記
し
て
お
り
、

黄
海
道
を
例
に
と
れ
ば
、
「
黄
海
道
二
十
四
官
」
と
あ
っ
て
、

乙
の
官
数
が

黄
海
道
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
た
円
囲
い
註
記
（
各
道
ご
と
に
円
囲
い
註
記
は
色
分
け
さ
れ
て
い
る
〉
の
数
と
一
致
す
る
の
で
、
円
囲
い

註
記
は
宮
街
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
本
図
の
言
う
官
で
あ
る
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
県
以
上
の
官
街
す
な
わ
ち

府
・
牧
・
大
都
護
府
・
都
謹
府
・
郡
・
県
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
。
な
お
そ
の
ほ
か
、
兵
営
・
水
営
・
行
営
が
置
か
れ
て
い
る
道
の
場
合

（

お

〉

そ
れ
も
円
囲
い
（
す
べ
て
赤
色
で
塗
ら
れ
て
い
る
〉
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
京
畿
の
場
合
は
、
京
と
開
城
も
円
囲
い
（
こ
れ
も
赤

f
』
斗
J

阜、
色
）
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
円
囲
い
註
記
を
、
八
道
す
べ
て
数
え
る
と
三
百
四
十
一
箇
に
な
る
。
い
ま
、

そ
の
内
訳
を
示
せ

ば
、
次
の
ど
と
く
で
あ
る
。

京
畿

官
三
七

京

開
城

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
勺
い
て
の
研
究
〈
長
）
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内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
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長
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一
一
四

慶

尚

官

六

七

兵
営

兵
営

7k水
営営

忠

清

官

五

四

全

羅

官

五

七

兵

営

7k ,..,. 
昌

黄

海

官

二

四

江
原

官
二
六

官ニニ

行
営

戚
鏡

平

安

宮

四

そ
ζ

で、

乙
れ
ら
三
百
四
十
一
箇
の
行
政
地
名
の
実
在
期
間
を
逐
一
し
ら
べ
て
み
る
と
、
個
々
の
説
明
は
省
略
す
る
が
、

そ
れ
ら
が
す
べ

て
共
存
し
て
い
た
期
聞
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
本
図
が
制
作
さ
れ
た
の
は
そ
の
期
間
の
い
つ
か
で
あ
る
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。

以
下
、
青
山
氏
の
所
説
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
。

そ
ζ

で
、
本
図
製
作
の
下
限
で
あ
る
が
、
青
山
氏
は
論
点
凶
に
お
い
て
、
光
海
君
時
代
を
降
ら
な
い
と
結
論
し
て
い
る
が
、

い
ま
少
し
上
る
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
慶
尚
道
の
兵
営
・
水
営
の
位
置
か
ら
言
え
る
。

乙
れ
は
、

ま
ず
本
図
で
は
、
巨
済
島
に
水
営
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
で
は
、
巨
済
島
烏
児
浦
に
慶
尚
右
水
営
が
あ
る
が
、

（

幻

）

そ
の
後
、
宣
祖
三
十
四
年
三
六
O
一
）
に
、
乙
の
右
水
営
に
は
三
道
統
制
営
（
略
し
て
統
営
と
呼
ば
れ
た
）
が
置
か
れ
た
。
そ
の
後
間

ハ
mv

（

m）

ζ

の
右
水
営
兼
統
営
は
固
城
県
の
頭
寵
浦
へ
移
り
、
そ
の
位
置
は
、
李
朝
末
期
ま
で
変
ら
な
か
っ
た
。
乙
れ

も
な
く
、
同
三
十
七
年
春
、

か
ら
見
れ
ば
、
巨
済
島
に
水
営
を
え
が
く
本
図
は
、

昌
原
に
接
し
て
兵
営
を
え
が
い
て
い
る
。
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
で
は
、

一
六
O
四
年
春
の
国
城
へ
の
移
転
以
前
の
も
の
と
い
え
る
。

昌
原
の
古
合
浦
県
に
右
兵
営
が
あ
る
が
、

〈

ω〉

『
輿
地
図
書
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
右
兵
営
は
そ
の
後
の
万
暦
笑
卯
年
三
六
O
三
〉
八
月
に
晋
州
磁
石
山
城
へ
移
り
、
以
後
、
李
朝
末
期

（

ね

〉

ま
で
晋
州
に
あ
っ
た
。
昌
原
に
兵
営
を
え
が
く
本
図
は
、
二
ハ
O
三
年
八
月
の
晋
州
へ
の
移
転
以
前
の
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
本
図
は
、



さ
ら
に
本
図
は
、
藤
山
の
開
雲
浦
の
と
乙
ろ
に
水
営
を
記
し
て
い
る
。
慶
尚
左
水
営
は
、
は
じ
め
東
莱
の
富
山
浦
（
釜
山
浦
〉
に
あ
っ
た

均
ν

や
が
て
、
蔚
山
の
開
雲
浦
に
移
り
、
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
の
と
き
に
は
、
ま
だ
蔚
山
の
開
雲
浦
に
あ
る
。
そ
の
後
、
左
水
営
は
再

び
東
莱
に
移
営
し
た
が
、
そ
の
年
代
を
『
輿
地
図
書
』
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、
「
南
謹
」
（
壬
辰
・
丁
酉
の
倭
乱
）
の
終
了
以
前
と
し
、

『
大
東
地
誌
』
は
宣
祖
二
十
五
年
（
一
五
九
二
〉
と
し
て
い
る
。
『
大
東
地
誌
』
に
言
う
宣
祖
二
十
五
年
と
す
る
と
、
と
れ
は
壬
辰
倭
乱
が
始

ま
つ
だ
年
で
あ
り
、
い
ま
少
し
つ
め
て
、
侵
攻
が
始
ま
る
以
前
か
以
後
か
と
い
う
と
と
に
な
る
が
、
『
懲
遜
録
』
は
、
日
本
軍
の
同
年
四
月

十
三
日
に
お
け
る
釜
山
浦
到
着
と
続
い
て
の
上
陸
攻
撃
の
有
様
を
記
し
、
「
左
水
使
朴
拡
、
賊
勢
大
な
る
を
見
、
あ
え
て
兵
を
出
さ
ず
、
城

を
棄
て
て
逃
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
朴
説
が
駐
在
し
て
い
た
左
水
営
の
所
在
地
は
、
当
然
、
釜
山
か
ら
四
十
余
キ
ロ
も
は
な
れ
た
蔚

山
開
雲
浦
で
は
な
く
、
釜
山
と
指
呼
の
間
に
あ
る
東
莱
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
左
水
営
は
す
で
に
壬
辰
乱
勃
発
以
前
に
、

蔚
山
か
ら
東
莱
へ
移
さ
れ
て
い
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
か
ら
、
蔚
山
に
水
営
を
え
が
く
本
図
は
、
す
く
な
く
と
も
壬
辰
乱
が
始
ま
る
一
五

九
二
年
四
月
以
前
の
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
、
地
図
が
製
作
当
時
の
現
状
で
は
な
い
古
制
を
註
記
し
て
お
く
と
い
う
と
と
も
、
ま
っ
た
く

あ
り
え
な
い
で
は
な
い
が
、

一
般
の
郡
や
県
な
ら
と
も
か
く
、
兵
営
・
水
営
の
移
動
や
改
廃
の
ご
と
き
、
国
家
の
防
衛
に
か
か
わ
る
重
大

事
に
関
し
て
、

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
は
、

一
寸
、
考
え
に
く
い
。
も
し
壬
民
・
丁
酉
乱
を
経
験
し
た
後
に
、

と
の
図
が
作
ら
れ
た
も

の
と
す
れ
ば
、
水
営
を
旧
状
の
ま
ま
で
え
が
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
本
図
の
成
立
時
期
は
、
壬

民
乱
の
開
始
以
前
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
本
図
成
立
の
上
限
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
前
述
の
ご
と
く
、
青
山
氏
は
本
図
に
吉
州
と
明
川
が
両
方
と
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
、
吉
州
が
番
宗
元
年
（
一
四
六
九
）
、
降
格
さ
れ
て
吉
城
県
と
な
り
、

び
吉
城
県
が
吉
州
に
昇
格
し
た
中
宗
七
年
（
一
五
一
二
〉
を
も
っ
て
、
本
図
成
立
の
上
限
と
す
る
。
し
か
し
中
宗
七
年
三
月
、
吉
城
県
を

ハ
鈎
〉

吉
州
に
昇
格
し
た
と
き
に
は
、
明
川
県
を
草
し
て
、
ふ
た
た
び
吉
州
へ
併
合
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
吉
州
復
活
の
さ
い
に
、
明
川
県

円

uv

は
、
一

E
、
消
滅
し
た
わ
け
で
、
そ
の
明
川
県
が
復
活
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の
中
宗
八
年
三
月
で
あ
る
。
乙
う
し
て
み
る
と
、

そ
の
さ
い
吉
州
か
ら
明
川
県
が
独
立
し
て
以
後
、

ふ
た
た

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

一
｝
五



内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
室
$

二
六

本
図
の
吉
州
と
明
川
の
併
記
は
中
宗
八
年
以
後
の
状
況
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
青
山
説
の
設
定
し
た
上
限
は
、

一
年
降
る
と

と
に
な
る
。

最
後
に
、
青
山
氏
の
論
点
の
山
と
聞
で
あ
る
が
、

ωの
全
羅
道
光
州
が
光
山
県
と
な
っ
た
期
間
（
成
宗
二
十
年
｜
燕
山
君
七
年
〉
お
よ

び
聞
の
忠
州
が
惟
新
県
と
な
り
、
忠
清
道
が
清
洪
道
と
な
っ
て
い
た
期
間
〈
明
宗
四
年
l
同
二
十
二
年
〉
を
本
図
作
成
の
期
聞
か
ら
は
ず

す
と
い
う
の
は
、
御
説
の
通
り
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
図
の
朝
鮮
本
国
部
分
は
中
宗
八
年
三
五
一
三
〉
以
後
、
明
宗
四
年
〈
一
五
四
九
）
ま
で
の
期
間
か
、

あ
る
い
は
明
宗
二
十
二
年
（
一
五
六
七
）
か
ら
壬
辰
・
丁
酉
乱
の
始
ま
る
ま
で
の
期
間
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
作
製
さ
れ
た
と
い
う
乙
と

に
な
る
。
な
お
、

ζ

の
聞
に
も
こ
三
、
行
政
地
名
の
変
更
が
あ
る
が
、
ご
く
短
期
間
で
あ
る
の
で
、
地
図
作
成
上
、
特
別
な
影
響
は
な
か

っ
た
も
の
と
か
ん
が
え
る
。

四
本
図
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
部
分
の
検
討

前
節
ま
で
の
と
と
ろ
で
、
本
図
の
朝
鮮
本
土
の
部
分
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、

つ
ぎ
は
、
本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
部
分
に
つ

そ
の
骨
格
と
も
言
う
べ
き
河
道
の
え
が
き
か
た
に
、
つ
ぎ
の
様

い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、

ζ

の
地
域
の
地
図
の
全
体
的
形
状
で
あ
る
が
、

な
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

凶
、
黒
龍
江
・
第
一
松
花
江
の
横
一
芭
線
表
示

地
図
の
上
端
を
横
断
す
る
大
河
道
が
そ
れ
で
、

本
図
の
え
が
き
か
た
の
最
大
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。

と
の
大
河
道
の
右
の
端
の
方

は
、
間
宮
海
峡
へ
注
ぐ
黒
龍
江
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
第
一
松
花
江
に
入
り
、
そ
れ
を
の
ぼ
り
つ
く
し
て
、
さ
ら
に
撤
江
・

挑
児
河
方
面
へ
入
る
河
道
を
、
一
本
の
本
流
と
し
て
扱
い
、
横
一
文
字
に
え
が
い
て
い
る
。
今
日
の
地
図
の
常
識
か
ら
言
え
ば
、
第
一
松

花
江
は
黒
龍
江
の
支
流
で
あ
る
が
、
本
図
で
は
、
逆
に
第
一
松
花
江
を
本
流
に
し
、
黒
龍
江
の
方
を
支
流
扱
い
に
し
て
上
方
へ
枝
分
れ
さ



せ
て
え
が
い
て
い
る
わ
け
で
、

乙
れ
は
中
国
を
中
心
に
し
て
西
南
方
面
か
ら
東
北
方
の
辺
境
へ
の
交
通
路
と
し
て
こ
の
地
域
の
河
川
を
見

た
と
き
、
当
然
考
え
ら
れ
る
地
理
感
覚
で
あ
る
。

（到

第
二
松
花
江
の
逆
行

前
記
の
横
一
文
字
の
大
河
道
は
上
方
へ
三
本
、
下
方
へ
四
本
の
支
流
を
え
が
い
て
い
る
が
、
下
方
へ
の
四
本
の
う
ち
の
一
番
左
（
す
な

わ
ち
上
流
の
方
）
の
支
流
は
、
．
大
河
道
に
逆
行
す
る
形
で
右
方
へ
さ
か
の
ぼ
り
、
つ
い
で
Z
字
形
に
近
い
形
（
S
字
を
裏
返
し
た
形
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
〉
に
屈
曲
し
て
南
下
し
、
白
頭
山
麓
に
達
し
て
い
る
。
と
れ
は
搬
江
と
の
合
流
点
よ
り
上
流
の
松
花
江
す
な
わ
ち
第

二
松
花
江
で
あ
る
い
E

・

白

削

‘

遼

河

の

垂

直

表

示

．

凶
の
横
一
文
字
の
大
河
道
の
左
の
端
の
方
を
目
が
け
て
、
あ
た
か
も
登
り
つ
く
が
ど
と
く
、
遼
河
を
下
方
か
ら
垂
直
に
ち
か
く
立
ち
あ

が
ら
せ
て
、
え
が
い
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
支
流
が
、
左
右
へ
、
あ
た
か
も
木
の
枝
が
拡
が
る
ご
と
く
、
こ
と
に
右
の
方
向
へ
は
、
ほ
と

ん
ど
水
平
に
、
幾
条
も
え
が
か
れ
て
い
る
ζ

と
も
目
立
つ
。

乙
ま
か
な
点
を
指
摘
す
れ
ば
、
ま
だ
い
く
つ
も
あ
る
が
、
右
の
凶
倒
闘
は
本
図
の
え
が
き
か
た
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
と
の
よ
う
な
え
が
き
か
た
が
、
現
実
の
地
形
と
一
致
し
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
誤
り
は
、
朝
鮮
人
が
実
地
踏
査

で
き
な
い
地
域
を
、
推
測
に
よ
っ
て
え
が
い
た
た
め
と
い
う
乙
と
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
踏
査
不
能
な
地
域
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く

そ
の
地
域
に
関
す
る
中
国
の
地
図
な
り
文
献
な
り
を
援
用
し
た
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
中
国
史
料
を
見
て

ζ

の
地
図
の
祖
型
そ
の
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
同
じ
系
統
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
地
図
を
『
遼
東
志
』
の
中
に
見
る
と
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
現
在
我
々
が
見
る
と
と
の
で
き
る
『
遼
東
志
』
は
、
嘉
靖
十
六
年
ハ
一
五
三
七
）
刊
本
で
あ
る
が
、
そ
の
付
図
の
一

つ
に
司
関
原
控
帯
外
夷
山
川
之
図
」
（
以
下
「
関
原
控
帯
図
」
と
略
す
〉
が
あ
り
、
乙
の
図
の
河
道
の
え
が
き
か
た
は
、
本
図
と
大
変
類

似
し
て
い
る
。
参
考
の
た
め
に
本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
部
分
の
河
道
図
と
「
開
原
控
帯
図
」
の
河
道
図
と
を
示
せ
ば
、
図
版
I

行
く
と
、

内
閣
文
庫
所
蔵
［
朝
鮮
掴
掴
」
お
よ
び
そ
O
諸
本

κο
い
て
の
研
究
（
長
ν

一
一
七



内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
u
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
〈
長
）

一
一
八

－

E
の
ご
と
く
で
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
図
版
を
対
照
す
る
と
、
図
版
I
が
朝
鮮
本
国
図
の
上
部
に
連
接
さ
せ
る
関
係
か
ら
、
極
端
に
天
地

（
南
北
方
向

γを
圧
縮
し
て
い
る
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
全
体
の
構
図
で
は
、
両
者
が
大
変
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
凶
の
大

河
道
直
線
表
示
は
「
開
原
挫
帯
図
」
で
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
剛
の
第
二
松
花
江
の
逆
行
も
「
関
原
控
帯
図
」
で
は
S
字
を
裏
返
し

た
様
な
極
端
な
屈
曲
乙
そ
見
ら
れ
な
い
が
、
ゆ
る
や
か
な
湾
曲
を
示
し
つ
つ
南
下
し
て
常
白
山
（
長
白
山
日
白
頭

や
は
り
逆
行
し
て
、

山
）
へ
達
し
て
い
る
。
削
の
遼
河
の
え
が
き
か
た
も
「
開
原
控
帯
図
」
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
様
に
構
図
か
ら
見
る
と
本
図
の
鴨
緑
江

・
豆
満
江
以
北
の
部
分
は
『
遼
東
志
』
の
「
開
原
控
帯
図
」
と
大
変
類
似
し
て
い
る
。
乙
れ
は
本
図
の
こ
の
部
分
が
『
遼
東
志
』
を
参
考

に
し
て
い
る
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

図
器
削
同

正
函
U
円
冊
副
司
副
淵
「
君
韓
国
図
」
丑
園
湖
L
R
鴇
苫
融
函
（
）
苫
完
封
公
務
訪



~ 
’争

犠

九議
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図
詔
州
国
「
悌
測
飾
』
出
司
』
芦
「
温
調
帯
帯
、
千
湖
壬

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
園
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
木
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
〉



内
閣
文
庫
所
蔵
巧
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
づ
い
て
の
研
究
ハ
長
〉

そ
乙
で
つ
ぎ
に
本
図
の
鴨
緑
証
・
豆
満
江
以
北
の
仙
川
・
誠
、
拍
箔
等
の
註
記
’
に
つ
い
て
『
遼
東
志
』
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ
て
み
る

と
、
と
ん
ど
は
類
似
性
が
き
わ
め
て
と
ぼ
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
本
図
の
両
江
以
北
の
部
分
に
は
、
総
計
一

O
八
箇
の
註
記
が
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
、
両
江
の
南
に
記
す
ベ
・
3
註
記
を
、
紙
面
の
都
合
で
便
宜
的
に
江
北
に
記
し
た
も
の
な
ど
十
九
箇
を
除
外
す

A
U、
結
局
比
較

の
対
象
と
す
べ
き
註
記
は
八
十
九
箇
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
註
記
を
前
述
の
「
開
原
控
帯
図
」
や
「
遼
東
河
東
城
壁
地
方
総

日
図
」
な
ど
一
連
の
『
遼
東
志
』
付
図
の
註
記
と
対
照
し
て
み
る
と
、
乙
の
八
十
九
箇
中
で
『
遼
東
士
山
』
付
図
の
方
に
同
じ
も
の
を
見
出
せ

〈
四
四
〉

る
の
は
二
十
五
箇
だ
け
で
あ
る
。
な
お
『
遼
東
士
山
』
の
付
図
だ
け
で
は
な
く
、
本
文
の
記
事
ま
で
ふ
く
め
て
対
比
し
て
み
る
と
、
さ
ら
に

（
幻
）

二
箇
ふ
え
て
都
合
二
十
七
箇
同
じ
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
総
計
八
十
九
箇
の
註
記
の
う
ち
の
大
部
分
と
言
っ
て
よ
い
六

十
二
箇
は
『
遼
東
志
』
の
ど
乙
を
き
が
し
て
も
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
か
ぎ
り
、
註
記
に
つ
い
て
は
、
本
図
は
現
存

の
『
遼
東
志
』
を
典
拠
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
本
図
は
『
遼
東
志
』
以
外
の
別
の
文
献
を
典

拠
と
し
て
用
い
て
い
る
か
と
い
う
乙
と
に
も
な
る
が
、
朝
鮮
に
接
す
る
中
国
東
北
部
に
関
す
る
明
代
の
地
方
志
と
し
て
は
、
遼
東
志
が
唯

一
最
大
な
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
ど
と
く
、
正
統
八
年
（
一
四
四
一
ニ
）
に
成
立
し
た
最
初
の
本
以
来
、
そ
れ
が
早
く
か
ら
朝
鮮
へ
入
つ

一
つ
の
推
測
で
は
あ
る
が
現
存
の
嘉
精
十
六
年
刊
本
以
前
の
遼
東
志
が
本
図
の
中
国
部
分
の
下
敷
き
に
な
っ

一一一
O

て
い
る
と
と
を
考
え
る
と
、

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

現
存
す
る
『
遼
東
志
』
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
嘉
靖
十
六
年
（
一
五
三
七
）
刊
本
で
あ
る
が
、

一
四
四
三
）
の
遼
東
都
指
揮
愈
事
畢
恭
の
「
遼
東
志
書
序
」
に
よ
る
と
、

そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
正
統
八
年
（
一

は
じ
め
永
楽
年
中
に
遼
東
都
指
揮
使
司
へ
図
志
纂
集
の
命
が
下

り
、
そ
れ
を
う
け
て
編
纂
を
行
な
い
、
完
成
し
た
も
の
は
中
央
へ
送
っ
た
が
、
手
許
に
残
っ
た
稿
本
を
、
刊
行
し
よ
う
と
す
る
と
の
ζ

と

が
見
え
る
。
ま
た
同
じ
く
同
書
に
付
さ
れ
て
い
る
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
）
十
月
付
の
葺
越
の
「
重
刊
遼
東
志
書
序
」
に
よ
る
と
、
畢
恭

の
く
わ
だ
て
た
正
統
八
年
の
刊
行
は
実
現
せ
ず
、
と
の
年
（
弘
治
元
年
〉
に
い
た
っ
て
、

『
大
明
一
統
志
』
の
凡
例
に
準
拠
し
て
改
編
を

加
え
、
刊
行
が
実
現
し
た
と
い
う
。
董
越
の
序
の
言
う
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
の
刊
行
は
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
）
が
最
初
と
い



う
乙
と
に
な
る
が
、
後
述
す
る
ご
と
く
す
で
に
こ
れ
に
先
立
っ
て
遼
東
志
が
朝
鮮
へ
入
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
は
た
し
て
弘
治
刊

本
ま
で
本
書
が
未
刊
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
「
遺
志
凡
例
」
と
題
す
る
同
書
の
凡
例
に
よ
る
と
、
嘉
靖
八
年
（
一
五
二

九
〉
か
ら
い
ま
一
度
、
本
書
の
改
編
が
は
じ
ま
り
、
同
十
六
年
に
い
た
っ
て
、
現
在
我
々
が
知
る
形
の
『
遼
東
志
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

と
い
う
。

ζ

の
改
編
が
、
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
右
の
「
遼
志
凡
例
」
に
よ
る
と
、

が
地
域
別
の
分
類
に
な
っ
て
い
た
の
を
、

こ
れ
ま
で
の
本
書

地
理
士
山
・
建
置
志
・
兵
食
志
等
々
、
事
項
別
に
網
目
を
立
て
て
分
類
し
な
お
し
た
と
と
が
見

え
、
内
容
的
に
も
、
か
な
り
大
幅
な
改
訂
が
加
え
ら
れ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
同
じ
嘉
靖
年
聞
に
、
い
ま
一
度
、
遼
東
志
の

改
訂
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
嘉
靖
四
十
四
年
（
一
五
六
五
）
に
『
全
遼
志
』
と
改
名
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
乙
れ
は
い
わ
ば
遼
東
志
最
後

（

羽

）

の
改
訂
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
現
在
、
尊
経
閣
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
嘉
靖
十
六
年
刊
の
『
遼
東
志
』
は
、
前
述
の
「
開
原
控
帯
図
」
等
を
ふ
く
む
都
合
十

七
枚
の
地
図
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
永
楽
帝
の
命
で
本
書
が
最
初
に
作
ら
れ
た
と
き
か
ら
、
地
図
は
付
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ

の
乙
と
は
、
現
在
の
『
遼
東
志
』
に
付
さ
れ
て
い
る
年
月
不
明
（
後
火
の
た
め
）
の
「
遼
東
志
序
」
に
つ
ぎ
の
ど
と
く
あ
る
と
と
に
よ
っ

て
明
ら
か
で
あ
る
。

永
楽
問
、
詔
天
下
郡
邑
、
威
為
図
志
以
進
、
時
遺
使
東
来
纂
述
、
前
守
於
是
者
、
始
延
僑
雅
、
詞
故
老
拠
其
聞
見
、
考
彼
事
蹟
、
参

。
。
。
。

互
括
採
、
乃
克
就
編
、
既
冠
以
図
。

と
の
付
図
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
、
現
在
の
『
遼
東
士
山
』
に
付
さ
れ
て
い
る
右
の
十
七
枚
の
地
図
の

原
形
を
な
す
・
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
に
の
べ
る
様
に
、
乙
の
最
初
の
遼
東
志
は
世
祖
七
年
（
一
四
六
一
）
以
前
に
ぽ

朝
鮮
へ
入
っ
て
い
る
。
す
で
に
地
図
ま
で
と
も
な
っ
て
い
た
こ
の
書
物
が
、
朝
鮮
へ
、
遼
東
管
内
の
地
理
を
知
ら
し
め
る
上
で
果
た
し
た

役
割
は
大
き
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

遼
東
志
が
朝
鮮
へ
入
っ
て
い
た
ζ

と
を
示
す
早
い
例
と
し
て
は
、
世
祖
七
年
（
一
四
六
一
）
十
月
、
世
祖
王
が
、
申
叔
舟
と
、
西
北
野
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閣
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そ
と
へ
の
山
川
の
道
の
り
を
議
し
た
と
き
「
以
遼
東
誌
考
証
之
」
と
あ
る
の
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
る
。
ま
た
世
祖
十

年
三
四
六
四
〉
八
月
の
梁
誠
之
の
上
言
に
次
の
ご
と
く
あ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

円
相
〉

臣
見
遼
東
志
、
東
寧
衛
所
属
高
麗
人
、
洪
武
年
間
三
万
余
人
、
及
、
氷
楽
時
、
漫
散
軍
亦
四
万
余
人
、

乙
乙
で
は
「
遼
東
志
」
を
引
用
し
て
、
遼
東
に
僑
居
す
る
朝
鮮
人
の
乙
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
年
代
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
「
遼
東
志
」

も
、
前
記
の
、
世
祖
王
と
申
叔
舟
の
論
議
の
際
に
み
え
る
「
遼
東
誌
」
も
、
い
ず
れ
も
、
弘
治
刊
本
以
前
す
な
わ
ち
、
最
初
の
正
統
八
年

本
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
遼
東
志
が
つ
く
ら
れ
て
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
十
八
年
後
に
は
、
す
で
に
そ
れ
が
朝
鮮
へ
入
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
な
お
梁
誠
之
の
上
言
に
見
え
る
、
東
寧
衛
云
々
の
記
事
は
、
現
在
の
『
遼
東
志
』
に
は
見
え
な
い
。
乙
れ
は
、
最
初
の
遼
東
志
が
、

現
在
の
も
の
と
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
乙
と
を
示
す
例
で
あ
る
。
な
お
、
稲
葉
岩
吉
氏
も
、
龍
飛
御
天
歌
の
註
や
東
国
輿
地
勝
覧
に
、

現
在
の
『
遼
東
士
山
』
に
見
ら
れ
な
い
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
指
摘
し
て
い
札
。
併
せ
て
、
嘉
靖
刊
本
以
前
の
遼
東
志
の
内
容
を

人
の
居
住
地
や
、

考
え
る
手
掛
り
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
遼
東
志
が
朝
鮮
へ
入
っ
た
乙
と
を
一
示
す
例
と
し
て
は
、
中
宗
三
十
四
年
（
一
五
三
九
）
三
月
に
北
京
か
ら
か
え
っ
た
鄭
順
朋

が
「
遼
東
志
六
巻
」
を
進
献
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
鵠

ζ

の
「
遼
東
志
」
は
年
代
か
ら
言
っ
て
嘉
靖
十
六
年
（
一
五
三
七
）
の
刊
本
で

あ
り
、
刊
行
後
わ
ず
か
二
年
で
、
す
で
に
朝
鮮
へ
入
っ
て
い
る
。
な
お
と
乙
に
言
う
六
巻
と
は
六
冊
の
乙
と
で
、
現
存
の
嘉
靖
刊
本
が
九

円
品
目
）

巻
六
冊
で
あ
る
と
と
と
符
合
す
る
。

李
朝
は
、
国
初
か
ら
北
辺
の
防
備
・
経
営
と
中
国
へ
の
交
通
路
安
全
確
保
の
た
め
に
、
国
壌
を
接
す
る
中
国
東
北
部
の
情
報
を
熱
心
に

い求
。め

Tこ

朝
鮮

"' 入
っ
た
遼
東
志
が

乙
の
地
域
の
形
勢
を
知
る
た
め
の
絶
好
な
文
献
と
し
て
重
用
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

朝
鮮
に
お
け
る
中
国
東
北
部
に
関
す
る
知
識
と
い
う
と
と
で
、

い
ま
一
つ
重
要
な
の
は
、

そ
の
方
面
に
関
す
る
地
図
の
存
在
で
あ
る
。

世
祖
七
年
以
前
に
最
初
の
遼
東
志
が
朝
鮮
に
入
っ
て
お
り
、
す
で
に
、

そ
れ
に
は
地
図
が
あ
っ
た
と
と
を
前
述
し
た
が
、

そ
の
ほ
か
の
例



と
し
て
は
、
成
宗
十
三
年
（
一
四
八
二
）
二
月
の
梁
誠
之
の
上
疏
の
中
に
、
当
時
ま
で
に
単
独
の
「
遼
東
図
」
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い

円
叫
〉

た
乙
と
が
見
え
る
。
た
だ
し
、
乙
れ
が
い
つ
作
ら
れ
、
如
何
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
同
十
九
年
（
一
四
八

八
）
六
月
に
は
、
柳
子
光
が
「
義
州
及
東
八
姑
遼
東
広
寧
等
処
山
川
道
路
形
勢
地
図
」
な
る
も
の
を
進
上
し
、
朝
鮮
か
ら
遼
東
へ
の
沿
道

門
店
叩
）

で
の
中
国
側
の
築
城
の
情
勢
に
つ
い
て
上
疏
し
て
い
る
。
と
の
地
図
は
、
名
称
か
ら
言
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
東
八
拍
」
す
な
わ
ち
、
義

州
か
ら
遼
東
へ
の
交
通
路
と
、
「
広
寧
」
方
面
す
な
わ
ち
、
遼
東
か
ら
先
の
山
海
関
方
面
を
ふ
く
ん
だ
地
図
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か

つ
ぎ
に
、
前
述
の
鄭
順
朋
が
、
嘉
靖
十
六
年
版
と
恩
わ
れ
る
「
遼
東
志
」
を
進
上
し
た
二
年
後
の
中
宗
三
十
六
年
ハ
一
五
四
一

で
あ
る
。

）
に
、
雀
世
珍
が
明
の
南
京
の
都
城
山
川
図
及
び
女
孝
経
と
と
も
に
、
地
図
一
軸
を
進
上
し
て
い
る
。
乙
の
地
図
に
つ
い
て
、
雀
世
珍
は

（
“
〉

「
地
図
乃
遼
東
地
形
、
市
中
原
人
為
之
、
皆
我
国
所
無
」
と
上
啓
し
て
い
る
が
、
乙
の
遼
東
地
図
は
恐
ら
く
四
年
前
に
大
改
訂
さ
れ
た
ば

か
り
の
嘉
靖
十
六
年
刊
『
遼
東
志
』
の
附
図
と
同
様
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
ふ
匂

先
に
、
本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
中
国
東
北
部
は
、
嘉
靖
十
六
年
刊
本
以
前
の
遼
東
志
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
推
定
を
の
べ
た
が
、
そ
の
可
能
性
は
、
以
上
見
て
き
た
遼
東
志
の
朝
鮮
へ
の
伝
来
の
実
例
か
ら
、
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

し
、
朝
鮮
に
お
け
る
遼
東
方
面
の
地
図
の
存
在
例
か
ら
言
っ
て
も
、
本
図
に
見
ら
れ
る
様
な
中
国
東
北
部
の
地
図
が
作
ら
れ
る
と
と
は
、

き
わ
め
て
あ
り
う
る
と
と
で
あ
る
。
そ
乙
で
話
を
ふ
た
た
び
本
図
に
も
ど
し
て
、
そ
の
中
国
東
北
部
に
見
ら
れ
る
註
記
に
注
目
し
て
み
た

い
。
乙
れ
ら
註
記
の
中
に
は
、
前
述
の
東
征
元
帥
府
や
、
黒
水
綜
輯
、
あ
る
い
は
罪
確
の
北
征
の
故
地
で
あ
る
先
春
嶺
や
公
険
鎮
等
、
歴

史
的
記
憶
や
伝
承
に
か
か
わ
る
註
記
が
い
く
つ
か
あ
り
、
註
記
そ
の
も
の
が
地
図
製
作
時
の
地
理
的
現
況
を
示
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も

言
い
が
た
い
の
で
、
註
記
で
も
っ
て
製
作
年
次
を
決
定
す
る
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
物
に
よ
っ
て
は
、
製
作
年
次
推
定
の

手
掛
り
と
な
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
朝
鮮
か
ら
中
国
へ
の
交
通
路
と
し
て
使
臣
の
往
復
に
利
用
さ
れ
た
義
州
・
遼
東
聞

の
駅
姑
な
ど
は
、
朝
鮮
で
そ
の
実
情
を
常
時
熟
知
し
て
お
り
、
単
な
る
文
献
操
作
な
い
し
伝
聞
に
よ
っ
て
普
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
奥
地

の
註
記
と
は
違
っ
た
正
確
さ
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
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畿

〕
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思

量

〕

本
図
に
は
、
遼
東
か
ら
鴨
緑
江
ま
で
の
沿
路
に
、
頭
館
拍
・
憩
水
地
・
連
山
把
折
・
通
遠
盤
・
鷺
鳳
拍
・
鳳
恩
城
・
開
州
城
・
婆
門
府

一
二
四

の
計
八
箇
の
駅
拍
を
註
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
註
記
が
、
お
よ
そ
い
つ
ご
ろ
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い

乙
の
交
通
路
の
歴
史
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
元
の
時
代
に
は
、
遼
東
か
ら
鴨
緑
江
ま
で
の
聞
に
頭
館

ハ
同
叩
）

拍
・
甜
水
拍
・
連
山
結
・
龍
鳳
拍
・
斜
烈
拍
・
開
州
城
・
湯
枯
・
駅
昌
枯
の
八
枯
が
置
か
れ
、
朝
鮮
で
は
、
と
れ
を
鴨
江
以
西
八
姑
と
も

言
っ
て
い
（
問
。
元
の
滅
亡
と
と
も
に
、
乙
の
八
結
は
崩
壊
し
、
明
で
は
、
洪
武
四
年
（
三
七
一
）
、
遼
陽
に
定
遼
都
衛
を
お
き
、
同
八

年
（
一
三
七
五
）
に
は
、
そ
れ
を
遼
東
都
指
揮
使
司
と
改
め
、
中
国
東
北
部
を
管
掌
せ
し
め
た
が
、
朝
鮮
へ
の
交
通
路
の
駅
姑
は
、
ほ
と

ん
ど
整
備
さ
れ
ず
、
連
山
関
よ
り
外
側
（
朝
鮮
寄
り
）
は
駅
枯
・
城
壁
の
設
備
一
つ
な
く
放
置
さ
れ
た
状
況
が
、
し
ば
ら
く
つ
づ
い
明

と
お
も
う
。
そ
こ
で
、

世
宗
三
十
二
年
（
一
四
五

O
）
朝
鮮
へ
使
い
し
た
侃
謙
は
「
自
遼
束
、
鴨
緑
江
、
旧
有
捌
姑
、
今
廃
、
官
鷲
帳
房
随
行
」
と
記
し
て
お
り
、

駅
姑
な
き
道
を
、
テ
ン
ト
を
持
っ
て
旅
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
明
で
は
、
成
宗
十
二
年
（
一
四
八
一
）
ど
ろ
か

（

日

）

ら
、
連
山
間
以
東
の
設
拍
を
積
極
的
に
進
め
、
前
述
の
嘉
靖
十
六
年
（
一
五
三
七
）
版
『
遼
東
志
』
の
段
階
に
な
る
と
、
そ
の
附
図
の
一

つ
で
あ
る
「
遼
東
河
東
城
壁
地
方
総
図
」
（
以
下
「
遼
東
河
東
総
図
」
と
略
す
）
花
、
遼
東
か
ら
鴨
緑
江
ま
で
の
駅
姑
と
し
て
甜
水
枯
・

遠
山
関
・
鎮
夷
壁
・
鎮
東
壁
・
鳳
且
城
・
湯
姑
の
都
合
六
枯
を
記
し
て
い
後
乙
乙
に
、
明
代
の
遼
東
か
ら
朝
鮮
へ
の
駅
姑
編
成
は
、
一

応
の
確
立
を
見
た
。
そ
の
後
明
宗
二
十
一
年
（
一
五
六
六
）
に
、
湯
枯
よ
り
さ
ら
に
朝
鮮
寄
り
の
鴨
緑
江
岸
に
九
連
城
が
新
設
に
問
、
乙

れ
が
、
宣
祖
二
十
九
年
（
一
五
九
六
）
に
鎮
江
遊
撃
府
（
通
常
、
朝
鮮
で
は
鎮
江
域
と
呼
ん
で
い
る
）
と
改
め
ら
れ
た
が
、
光
海
君
五
年

（
一
六
一
三
）
の
訓
錬
都
監
刊
本
『
致
事
撮
要
』
は
、
『
遼
東
志
』
の
ム
ハ
姑
に
、
と
の
鎮
江
城
を
加
え
た
七
拍
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
『
通

文
館
士
と
に
な
る
と
、
さ
ら
に
湯
枯
と
鎮
江
城
の
聞
に
柵
門
を
加
え
、
と
の
駅
姑
編
成
が
李
朝
末
期
ま
で
つ
づ
い
た
。
要
す
る
に
、
鎖
江

城
と
か
柵
門
と
か
の
追
加
は
あ
る
が
、
嘉
靖
十
六
年
版
『
遼
東
志
』
の
「
遼
東
河
東
総
図
」
花
見
え
る
駅
姑
編
成
は
、
李
朝
末
期
ま
で
変

わ
り
な
か
っ
た
と
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

〔

龍

〕

〔

婆

］

乙
の
駅
枯
編
成
を
、
前
述
の
本
図
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
本
図
の
方
に
あ
る
鷲
鳳
枯
・
開
州
城
・
婆
門
府
が
『
遼



東
志
』
の
「
遼
東
河
東
総
図
」
に
は
見
当
ら
な
い
〈
な
お
、
本
図
に
あ
る
通
遠
霊
も
「
遼
東
河
東
総
図
」
で
は
見
当
ら
な
い
が
、

（

“

〉

は
、
改
名
さ
れ
て
鎮
夷
畳
と
言
っ
て
お
り
、
そ
の
名
称
で
出
て
い
る
）
。
ま
た
反
対
に
「
遼
東
河
東
総
図
」
の
方
に
見
え
る
湯
姑
と
鎮
東

壁
の
二
つ
が
、
本
図
の
方
に
は
見
え
な
い
。
本
図
の
場
合
、
転
写
の
際
の
書
き
落
し
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
と
と
で
は
な
い
の

で
、
あ
る
駅
姑
名
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
本
図
の
製
作
年
代
を
、
そ
の
駅
姑
の
設
置
以
前
で
あ
る
と
結
論
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、

双
方
に
と
れ
だ
け
多
く
の
駅
姑
名
の
不
一
致
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
図
が
「
遼
東
河
東
総
図
」
の
駅
姑
編
成
が
確
立
す
る
以
前
の
遼

東
路
の
状
況
を
記
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
図
の
成
立
が
「
遼
東
河
東
総
図
」
の
駅
姑
編
成
が
確
立
し
た
後
な
ら

ば
、
本
図
は
当
然
、
そ
の
駅
結
編
成
を
記
し
て
い
て
も
良
い
筈
で
あ
る
し
、
と
と
に
、
嘉
靖
十
六
年
版
『
遼
東
志
』
が
朝
鮮
へ
入
っ
て
き

た
後
な
ら
ば
、
遼
東
地
方
の
地
誌
に
関
す
る
中
国
伝
来
の
権
威
あ
る
最
新
の
文
献
と
い
う
意
味
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
「
遼
東
河
東
総

図
」
在
京
さ
れ
た
駅
姑
編
成
を
本
図
が
無
視
す
る
筈
は
な
い
。
し
か
し
本
図
は
、
す
で
に
見
た
様
に
「
遼
東
河
東
総
図
」
の
そ
れ
と
は
か

ζ 

れ

な
り
異
な
っ
た
駅
姑
を
列
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
図
（
の
中
国
部
分
〉
は
、
す
く
な
く
と
も
嘉
靖
十
六
年
版
『
遼
東
志
』
を
朝

鮮
で
見
る
乙
と
が
で
き
る
様
に
な
っ
た
中
宗
三
十
四
年
以
前
の
成
立
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

下
限
を
と
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
次
に
そ
の
上
限
は
、
と
い
う
と
と
に
な
る
が
、
大
体
、
明
代
に
設
け
ら
れ
た
遼
東
路
の
駅
姑

名
は
、
元
の
旧
八
姑
の
名
称
を
踏
襲
し
た
も
の
が
多
く
、
元
の
八
姑
が
崩
壊
し
て
か
ら
、
明
が
そ
れ
ら
を
復
設
す
る
ま
で
の
間
も
、
旧
姑

名
が
、
地
名
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
駅
姑
名
が
、
本
図
製
作
年
代
決
定
の
指
標
に
は
な
か
な
か
な
り
に
く

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
図
所
載
の
駅
姑
名
の
な
か
で
、
鳳
恩
誠
だ
け
は
、
旧
来
の
廃
姑
名
や
故
城
壁
名
を
踏
襲
し
な
い
新
し
い
名
前

で
、
し
か
も
、
そ
の
新
設
時
期
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
成
化
十
七
年
、
朝
鮮
で
い
う
と
成
宗
十
二
年
ハ
一
四
八
一
〉
に
、
明
で
は
、
新

《
弱
）

た
に
鳳
風
域
を
築
く
乙
と
を
決
め
、
乙
れ
を
朝
鮮
に
通
知
し
、
そ
の
後
、
す
く
な
く
と
も
成
宗
十
八
年
（
一
四
八
七
）
ま
で
に
は
、
そ
の

築
城
を
終
え
て
い
る
。
本
図
が
鳳
且
誠
を
記
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、
そ
の
築
城
を
も
っ
て
、
本
図
成
立
の
上
限
を
か
ん
が
え
て
も
よ

い
と
い
う
乙
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
要
す
る
に
、
本
節
で
問
題
に
し
て
き
た
、
本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
部
分
は
、
成
宗
十
二
年

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
〈
長
）

一一一五
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一一一占ハ

か
ら
同
十
八
年
（
一
四
八
一

l
一
四
八
七
）
の
聞
を
上
限
と
し
、
嘉
靖
十
六
年
刊
『
遼
東
士
山
』
が
朝
鮮
へ
入
っ
た
中
宗
三
十
四
年
（
一
五

三
九
）
あ
た
り
を
下
限
と
す
る
期
聞
に
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結

語

さ
き
に
第
三
節
で
、
本
図
の
朝
鮮
本
国
部
分
の
成
立
を
、
中
宗
八
年
（
一
五
一
三
）
か
ら
明
宗
四
年
（
一
五
四
九
）
ま
で
の
問
、
な
い

し
は
明
宗
二
十
二
年
（
一
五
六
七
）
以
降
、
壬
辰
乱
ま
で
の
期
間
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
結
論
を
、
前
節
の
本
図
の
中
国

東
北
部
々
分
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
結
論
と
重
ね
合
せ
る
と
、
結
局
、
本
図
の
成
立
は
中
宗
八
年
（
一
五
二
ニ
）
以
降
、
同
三
十
四
年

（
一
五
三
九
）
あ
た
り
ま
で
の
二
十
六
年
間
ぐ
ら
い
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
本
図
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
4

＝
守
え
る
こ
と
は
と
の
程
度
で
あ

っ
て
、
本
図
の
内
容
検
討
か
ら
は
、
青
山
氏
の
言
う
ご
と
き
、
本
図
の
も
と
と
な
っ
た
特
定
の
原
図
の
存
在
な
ど
を
証
明
す
る
ζ

と
は
で

き
な
い
。

そ
の
著
『
韓
国
科
学
技
術
史
』
で
本
図
の
乙
と
に
触
れ
、
「
青
山
定
雄
に
よ
れ
ば
、

国
絵
図
』
が
、
地
名
や
地
形
な
ど
か
ら
み
て
、
世
宗
代
に
つ
く
ら
れ
た
鄭
捗
（
チ
ョ
ン
・
チ
ョ
ク
）
の
『
八
道
図
』
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

〔

幻

）

れ
る
と
い
い
」
云
々
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
青
山
氏
は
、
世
宗
朝
に
本
図
の
原
図
が
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
議
論
を
展
開
し
た
の
に
つ
づ

と
ζ

ろ
で
全
相
運
氏
は
、

内
閣
文
庫
蔵
の
『
朝
鮮

あ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

い
て
、
「
世
宗
時
代
の
全
国
図
と
し
て
文
献
に
伝
へ
ら
れ
る
も
の
は
沿
革
の
条
に
一
言
し
た
鄭
酵
の
八
道
図
で
あ
る
。

い
わ
ば
単
な
る
思
い
つ
き
で
あ
り
、
お
よ
そ
「
：
：
：
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

或
は
と
れ
と
関
係

れ
る
」
と
い
う
表
現
に
価
す
る
様
な
傍
証
一
つ
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
乙
れ
は
明
ら
か
に
青
山
説
の
拡
大
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
一

方
、
同
書
で
は
内
閣
文
庫
所
蔵
の
本
図
を
掲
載
し
、
そ
の
説
明
と
し
て
「
乙
の
地
図
は
一
五
世
紀
前
半
期
の
鄭
捗
の
『
東
園
地
図
』
写
本

（
四
叩
）

と
推
定
さ
れ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
乙
こ
に
言
う
「
東
園
地
図
」
と
は
、
世
祖
九
年
十
一
月
（
一
四
六
三
〉
に
鄭
捗
・
梁
誠
之
ら

が
撰
進
し
た
「
東
園
地
臨
〕
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
十
五
世
紀
前
半
期
」
と
い
う
の
は
説
明
と
し
て
誤
っ
て
い
る
し
、

ま
た
本
図
が



鄭
降
ら
の
「
東
園
地
図
」
の
写
本
で
あ
る
な
ど
と
い
う
証
拠
は
何
も
な
い
。

さ
き
に
、
本
図
の
円
で
囲
っ
た
註
記
以
外
の
註
記
に
は
、
歴
史
上
の
記
憶
や
伝
承
に
も
と
づ
い
た
も
の
が
あ
る
乙
と
を
述
べ
た
。
青
山

円

ω】

氏
も
、
本
図
が
一
面
で
、
歴
史
地
図
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
乙
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
円
固
い
以
外
の
註
記
の
撰

択
の
仕
方
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
そ
こ
に
、
本
図
の
持
つ
領
土
意
識
な
り
歴
史
意
識
な
り
を
読
み
と
る
と
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

本
図
が
、
文
禄
・
慶
長
役
に
さ
い
し
て
対
馬
の
宗
氏
か
ら
秀
吉
に
提
出
し
た
も
の
と
い
う
伝
承
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
興
味
あ

る
話
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
本
図
の
円
固
い
の
註
記
の
道
別
の
塗
り
分
け
と
、
乙
の
戦
役
関
係
の
日
本
側
史
料
に
見
え
る
「
赤

国
」
（
全
羅
道
を
指
す
〉
「
自
国
」
（
慶
尚
道
を
指
す
〉
な
ど
と
い
う
言
い
か
た
と
の
関
係
も
、
い
ま
一
度
検
討
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
様
な
話
は
、
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
本
図
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
の
初
期
ま
で
、
日
本
の
各
地
で
つ
く
ら
れ
た

多
く
の
朝
鮮
地
図
の
一
つ
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
個
々
の
例
を
挙
げ
る
の
は
省
略
す
る
が
、
た
と
え
ば
内
閣
文
庫
に
は
、
本
図
と

図
形
・
註
記
と
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
が
ほ
か
に
三
本
あ
り
、
い
ず
れ
も
本
図
か
ら
作
っ
た
写
し
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
一
本
に
は
、
豆
満
江
下
流
の
と
と
ろ
に
付
鐘
で
「
此
河
、
魯
・
朝
之
境
川
、
豆
満
江
ト
云
」
と
、
北
京
条
約
（
一
八
六
O
年
）
以
後
の
情

内

副

臥

）

《

飽

〉

勢
を
註
記
し
て
お
り
、
別
の
一
本
に
は
「
在
清
国
日
本
公
使
館
所
蔵
印
」
な
る
印
を
押
し
て
お
り
、
い
ま
一
本
は
地
名
に
逐
て
朝
鮮
音

（飽
V

の
片
仮
名
表
記
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
乙
と
か
ら
見
る
と
、
明
治
初
期
ま
で
、
ま
だ
ζ

の
様
な
地
図
が
、
朝
鮮
の
地
理
を
知
る
た
め

の
実
用
に
供
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。
日
本
で
近
代
的
な
朝
鮮
地
図
ら
し
き
も
の
が
作
ら
れ
た
最
初
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
〉

〈
臼
）

の
乙
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
こ
の
様
な
地
図
が
実
用
の
朝
鮮
全
図
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
見
て

く
る
と
、
本
図
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
地
図
発
達
史
の
上
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
近
代
以
前
の
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
知

識
の
貴
重
な
柱
を
な
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
〈
長
）

一
二
七



〔註〕ハ
1
）

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

一一一八

《

2
）

九
州
大
学
で
の
架
蔵
番
号
は
ア

L
八
0
・
八
一
二
、
朝
鮮
史
二
四
二

J
l
つ
な
お
、
と
の
地
図
は
一
九
七
八
年
十
月
に
福
岡
県
文
化
会
館
で
催

さ
れ
た
「
対
馬
の
美
術
」
と
題
す
る
展
覧
会
へ
「
朝
鮮
八
道
地
図
」
の
名
称
で
出
品
さ
れ
、
同
展
覧
会
の
カ
タ
ロ
グ
に
図
版
が
見
え
る
（
福
岡
県

文
化
会
館
編
『
対
馬
の
美
術
』
一
九
七
八
年
十
月
刊
、
参
照
）
。

韓
国
図
書
館
学
会
編
『
緯
国
古
地
図
』
（
一
九
七
七
年
、
ソ
ウ
ル
刊
）
に
「
朝
鮮
八
道
地
図
、
作
者
未
詳
、
彩
色
写
本
、
年
紀
未
詳
、
国
史
編
纂

委
員
会
蔵
」
と
し
て
紹
介
し
「
ζ

の
地
図
は
初
期
（
李
朝
初
期
の
意
か
〉
の
作
品
と
推
測
さ
れ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
（
同

書
二
四
頁
・
三

O
頁）。

か
つ
て
朝
鮮
史
編
修
会
に
在
職
さ
れ
た
乙
と
も
あ
る
中
村
栄
孝
名
古
屋
大
学
名
替
教
授
に
、
乙
の
地
図
に
つ
い
て
御
尋
ね
し
た
と
乙
ろ
、
韓
国
図

書
館
学
会
編
『
韓
国
古
地
図
』
所
収
の
国
史
編
纂
委
員
会
蔵
「
朝
鮮
八
道
地
図
」
の
図
版
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
地
図
は
間
違
い
な
く
、
か
つ

て
朝
鮮
史
編
修
会
に
あ
っ
た
も
の
で
、
乙
れ
が
朝
鮮
へ
渡
っ
た
の
は
、
朝
鮮
史
編
修
会
の
前
身
に
あ
た
る
機
関
が
、
よ
う
や
く
活
動
を
は
じ
め
た

と
ろ
の
こ
と
で
、
今
と
な
っ
て
は
事
情
を
知
る
者
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
と
前
置
き
し
て
、
大
略
次
の
ど
と
き
御
話
を
さ
れ
た
。
御
話
を
御
聞
き
し

た
の
は
一
九
八
O
年
十
二
月
四
日
の
乙
と
で
、
以
下
は
そ
の
と
き
の
メ
モ
で
あ
る
。

乙
の
地
図
（
前
述
の
韓
国
々
史
編
纂
委
員
会
蔵
の
「
朝
鮮
八
道
地
図
」
）
は
朝
鮮
史
編
修
会
の
前
身
に
あ
た
る
機
関
が
対
馬
か
ら
借
り
入
れ
て

お
い
た
も
の
で
あ
る
n

そ
の
機
関
は
中
枢
院
嘱
託
の
委
員
の
稲
葉
岩
吉
（
会
長
）
、
栢
原
昌
三
、
洪
恵
、
松
井
等
ら
の
諸
氏
が
集
ま
っ
て
い
た
。

栢
原
氏
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
か
ら
赴
任
し
た
も
の
で
、
や
が
て
死
去
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
後
任
と
し
て
私
が
赴
任
し
た
。
し
た
が
っ
て
私
は

栢
原
氏
と
直
接
面
識
は
な
い
n

栢
原
氏
は
死
去
の
前
年
の
秋
（
と
見
ら
れ
る
）
に
対
馬
へ
採
訪
に
行
っ
て
問
題
の
地
図
を
借
り
入
れ
て
い
た
。
栢

原
氏
ら
の
機
関
は
大
正
十
二
年
の
夏
か
ら
秋
ど
ろ
、
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
栢
原
氏
が
対
馬
へ
採
訪
に
行
っ
て
、
宗
家
か
ら
地
図
を
借
り
い
れ
た

と
き
の
表
渉
相
手
は
斎
藤
定
得
氏
（
宗
家
重
臣
の
家
柄
）
で
あ
っ
た
。
と
の
ζ

と
は
大
正
十
三
年
に
、
と
の
朝
鮮
史
編
修
会
の
前
身
の
機
関
が
行

な
っ
た
展
観
の
目
録
に
借
入
れ
と
し
て
と
の
地
図
が
見
え
る
乙
と
で
わ
か
る
。
と
の
目
録
は
活
字
印
刷
で
は
な
く
孔
版
刷
り
程
度
の
も
の
で
、
私

は
赴
任
後
も
ら
っ
た
。
私
は
朝
鮮
史
編
修
会
に
入
っ
て
、
ま
ず
対
馬
か
ら
宗
家
の
古
記
録
・
古
文
書
の
引
取
り
を
行
な
っ
た
が
、
ま
だ
そ
の
と
き

は
厳
原
の
様
原
の
屋
敷
か
ら
引
取
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
家
の
史
料
が
万
松
院
へ
移
さ
れ
る
以
前
で
あ
る
。
乙
の
と
き
の
引
取
り
は
量
も
多
く
記

録
も
明
確
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
栢
原
氏
の
対
馬
採
訪
の
と
と
は
恐
ら
く
今
と
な
っ
て
は
記
録
な
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
問
題
の
「
朝

鮮
八
道
地
図
」
は
絹
本
で
、
一
本
だ
け
で
あ
っ
た
。
復
数
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
は
な
い
。
東
京
都
の
大
森
に
現
存
す
る
宗
家
の
菩
提
寺
融
公
玉
院
か

ら
も
史
料
を
引
取
っ
た
が
、
こ
と
に
も
朝
鮮
地
図
は
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ
か
乙
の
前
後
の
こ
と
は
私
の
著
書
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
下
六
六
二

ハ
3）



頁
以
下
に
記
し
て
あ
る
。

（4
〉
註
間
参
照
。

（
5
）
京
城
帝
国
大
学
編
、
昭
和
七
年
十
月
十
五
日
開
学
式
記
念
『
朝
鮮
古
地
図
展
観
目
録
』
八
頁
、
二
八
番
参
照
。
ほ
か
に
近
藤
音
三
郎
「
朝
鮮
古
地

図
展
見
ど
ζ

ろ
」
（
雑
誌
ド
ル
メ
ン
昭
和
八
年
四
月
号
）
に
お
い
て
も
、
前
年
十
月
の
京
城
帝
大
朝
鮮
古
地
図
展
の
解
説
が
あ
り
、
朝
鮮
史
編
修

会
蔵
の
乙
の
地
図
の
と
と
を
記
し
て
い
る
。

「
朝
鮮
国
図
写
」
内
関
文
庫
一
七
八
1
四
四
九
。

『
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
下
所
収
「
内
閣
文
庫
小
史
」
七
頁
参
照
。

註（
7
）
参
照
。

東
方
学
報
（
東
京
）
第
九
冊
、
一
九
三
九
年
九
月
号
。

青
山
氏
は
前
掲
論
文
で
、
原
図
成
立
時
期
の
上
限
を
明
言
し
て
い
な
い
が
、
氏
の
論
旨
を
整
理
す
る
と
、
本
節
（
7
）
に
の
べ
る
ご
と
く
、
世
宗
十

五
年
が
、
氏
の
考
え
て
い
る
原
図
成
立
時
期
の
土
限
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

青
山
氏
は
、
本
図
が
遼
東
を
遼
陽
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
本
図
は
顕
治
十
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
遼
東
都
指
揮
使
司
が
廃
さ

れ
た
清
朝
に
な
っ
て
も
、
朝
鮮
で
は
依
然
と
し
て
遼
陽
を
遼
東
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
の
で
、
本
図
に
み
え
る
遼
東
の
注
記
を
も
っ
て
年
代
の

き
め
手
と
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

東
国
輿
地
勝
覧
が
、
は
じ
め
成
宗
十
二
年
に
五
十
巻
本
と
し
て
出
来
し
、
同
十
七
年
に
改
訂
さ
れ
て
五
十
五
巻
本
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

が
、
そ
の
い
ず
れ
も
現
物
は
伝
わ
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
後
、
燕
山
君
五
年
に
も
改
訂
が
あ
っ
た
。
ま
た
中
宗
二
十
六
年
に
は
大
幅
な
増
補
を
お
ζ

な
い
、
そ
れ
を
、
こ
れ
ま
で
の
本
の
関
係
各
条
に
「
新
増
」
の
項
目
を
立
て
て
追
録
し
た
。
た
め
に
、
こ
の
増
補
本
を
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

ζ

の
書
物
は
五
十
五
巻
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
、
さ
ら
に
光
海
君
の
は
じ
め
の
乙
ろ
に
一
部
改
訂
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
現

在
、
普
通
に
利
用
し
て
い
る
の
は
、
乙
の
光
海
君
本
で
あ
る
が
、
そ
乙
に
見
え
る
記
事
内
容
は
、
た
と
え
「
新
増
」
部
分
で
は
な
い
に
し
て
も
、

燕
山
君
五
年
本
ま
で
く
ら
い
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
越
え
て
、
た
だ
ち
に
成
宗
十
七
年
の
段
階
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

ら
せ
て
か
ん
が
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
（
参
考
、
末
松
保
和
「
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
と
そ
の
索
引
」
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
『
新
増
東
国
輿
地
勝

覧
索
引
』
所
収
）

0

『
世
宗
実
録
』
十
五
年
六
月
壬
午
条
、
『
世
宗
実
録
地
震
志
』
巻
百
五
十
四
、
慈
城
郡
条
。

『
世
宗
実
録
地
理
志
』
巻
百
五
十
四
、
茂
昌
郡
条
。

（

6
）
 

（

7）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）

（ロ〉
（臼）

〈

U）

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
〉

一
二
九



内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

一三

O

（日）

宮
居
県
の
設
置
時
期
を
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
は
、
世
宗
二
十
年
の
冬
と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
同
年
春
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
世
宗
実

録
』
二
十
年
五
月
庚
寅
条
に
、
宮
居
県
新
設
を
決
め
た
ζ

と
が
み
え
、
ま
た
同
年
三
月
丙
申
条
に
「
今
加
設
宮
居
」
等
を
鏡
城
府
の
管
轄
下
に
置

く
乙
と
が
み
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
『
新
増
東
国
奥
地
勝
覧
』
巻
五
十
宮
寧
都
議
府
、
古
跡
、
宮
居
廃
県
条
に
富
居
県
の

設
置
を
世
宗
十
年
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
『
大
東
地
誌
』
富
寧
、
古
邑
、
宮
居
条
ゃ
、
『
増
補
文
献
備
考
』
巻
十
八
輿
地
考
六
、
富
居
郡

条
で
も
宮
居
県
の
設
置
を
世
宗
十
年
と
し
て
い
る
が
、
乙
れ
ら
は
『
新
増
東
国
奥
地
勝
覧
』
の
誤
り
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
世
宗
実
録
』
の
編
纂
は
世
宗
玉
の
死
後
二
年
を
過
ぎ
た
文
宗
二
年
（
一
四
五
二
）
に
始
ま
り
、
端
宗
二
年
（
一
四
五
四
〉
に
完
成
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
収
め
ら
れ
た
地
理
志
‘
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
本
体
は
、
世
宗
王
が
、
生
前
、
賢
准
・
申

稽
等
に
命
じ
て
編
築
さ
せ
、
す
で
に
同
王
の
十
四
年
三
四
三
二
〉
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
『
八
道
地
理
志
』
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
を
実
録
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、
乙
の
書
物
が
成
立
し
た
世
宗
十
四
年
か
ら
、
同
王
の
末
年
ま
で
の
十
八
年
間
の
郡
県
州
鋲
の

改
廃
な
ど
を
全
面
的
に
増
補
し
改
訂
す
る
必
要
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
両
界
（
平
安
・
威
士
ロ
）
だ
け
に
限
っ

て
、
そ
の
間
に
お
け
る
郡
県
や
鎮
盤
の
新
設
・
改
廃
を
続
記
し
て
す
ま
せ
て
い
る
。
い
ま
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
に
お
い
て
『
八
道
地
理
志
』
以

後
の
続
記
が
見
ら
れ
る
の
は
平
安
道
の
慈
城
郡
・
茂
畠
郡
・
虞
丙
郡
・
滑
原
郡
と
威
吉
道
の
慶
源
都
護
府
・
会
寧
都
謎
府
・
鍾
城
都
競
府
・
穏
城

都
議
府
・
鹿
興
都
護
府
・
富
寧
都
謎
府
・
三
水
郡
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
松
生
と
三
肢
は
、
そ
れ
ぞ
れ
慶
尚
道
と
江
原
道
で
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
続
付
部
分
で
は
な
く
、
世
宗
十
四
年

〈
一
四
三
二
〉
の
『
八
道
地
理
志
』
そ
の
も
の
の
記
事
で
あ
る
。

『
世
宗
実
録
地
理
志
』
慶
尚
道
除
川
郡
条
。

註
回
参
照
。

行
政
地
名
が
廃
さ
れ
て
以
後
、
そ
れ
が
地
域
名
称
と
し
て
残
っ
た
一
例
を
示
す
。

『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
三
十
四
、
慶
尚
道
育
松
都
護
府
の
姓
氏
条
に
は
、
青
血
児
・
松
生
・
安
徳
の
三
地
域
を
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
け
る
姓
を
あ
げ
て
い
る
。
安
徳
は
同
書
で
現
存
の
属
県
と
し
て
存
在
す
る
が
、
育
宛
・
松
生
は
、
本
節
（
第
二
節
）
で
も
見
た
ど
と
く
、
か

つ
て
は
属
県
で
あ
っ
た
り
、
独
立
の
県
で
あ
っ
た
り
し
た
が
、
当
時
は
す
で
に
青
松
郡
に
合
併
し
て
、
行
政
地
名
と
し
て
は
消
失
し
て
い
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
の
よ
う
に
地
域
名
称
と
し
て
は
、
依
然
と
し
て
用
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
『
世
宗
実
録
地
理

士
山
』
や
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
に
お
い
て
、
他
に
も
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
端
宗
笑
録
』
三
年
四
月
戊
子
条
。

（

md 

（
刊

U
）

〈叩岬）

〈
日
目
）

（却）



（削包
（勾）

『
世
祖
実
録
』
五
年
正
月
戊
成
条
。

北
辺
四
郡
の
う
ち
で
、
間
延
と
慈
城
は
格
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
閣
延
は
、
は
じ
め
、
成
吉
道
甲
山
郡
に
属
し
て
い
た
が
、
太
宗
十
六
年
、
独
立

し
た
郡
と
な
り
、
以
後
平
安
道
に
属
し
、
そ
の
領
域
か
ら
慈
城
・
茂
昌
・
虞
商
の
三
郡
が
次
々
に
分
立
し
て
い
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
鴨
緑
江
湾
曲

部
経
営
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
郡
で
あ
る
。
ま
た
慈
城
は
、
四
郡
維
持
に
と
も
な
う
弊
害
が
、
し
だ
い
に
問
題
化
し
て
い
っ
た
と
き
、
他
の
三
郡

は
施
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
は
維
持
す
べ
き
最
後
の
拠
点
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
端
宗
元
年
十
一
月
、
南
方
諸
道

か
ら
、
乙
の
地
へ
防
成
の
軍
士
を
送
り
と
む
と
と
の
弊
害
を
論
じ
て
四
郡
の
縮
小
を
提
議
し
た
梁
誠
之
の
上
言
に
「
錐
棄
三
巴
（
即
ち
間
延
・
茂

周
回
・
虞
古
門
〉
、
大
江
ハ
鴨
緑
江
）
限
帯
、
我
之
封
彊
如
蓄
、
乞
撤
三
邑
之
成
、
以
慈
城
為
界
」
（
『
綿
宗
実
録
』
一
五
年
十
一
月
甲
寅
条
）
と
述
べ
て

い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
・
っ
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
事
実
、
他
の
三
郡
が
端
宗
三
年
に
廃
さ
れ
た
後
に
も
、
慈
城
だ
け
は
世
租
五
年
ま
で
維
持
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

『
遼
東
志
』
巻
之
九
、
外
夷
衛
所
、
奴
児
干
都
司
条
。

『
成
宗
実
録
』
十
三
年
二
月
壬
子
条
の
梁
誠
之
の
上
畳
一
回
に
「
世
宗
朝
有
鄭
勝
八
道
図
」
と
あ
る
。

本
稿
結
語
参
照
。

本
図
の
平
安
道
三
和
の
海
岸
に
円
聞
い
の
な
い
「
水
営
」
の
註
記
が
あ
る
が
、
三
和
に
は
水
軍
節
度
設
営
が
置
か
れ
た
と
と
は
な
く
、
水
軍
余
節

制
使

Q
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
）
や
水
軍
防
禦
使
（
『
続
大
典
』
）
が
置
か
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
誤
っ
て
註
記
し
た
も
の
で
あ
る

A
ノ。

『
乱
中
雑
録
』
四
、
辛
丑

2
六
O
一
年
）
三
月
十
一
日
条
。

『
乱
中
雑
録
』
四
、
甲
辰
ご
六
O
四
年
）
春
条
。
『
輿
地
図
書
』
慶
尚
道
、
統
制
営
条
。

『
大
東
地
誌
』
巻
十
、
圏
域
、
営
街
、
右
水
営
兼
三
道
統
制
営
条
。

『
輿
地
図
書
』
慶
尚
道
右
道
兵
馬
節
度
使
営
条
。

『
大
東
地
誌
』
巻
九
、
晋
州
、
営
街
、
右
兵
営
条
。

『
世
宗
実
録
地
理
志
』
慶
尚
道
東
来
県
、
左
道
水
軍
部
按
撫
処
置
使
本
営
条
。

『
中
宗
実
録
』
七
年
三
月
辛
酉
条
。
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
五
十
、
成
鏡
道
官
ロ
城
県
、
建
置
沿
革
条
、
「
新
増
」
部
分
。

『
中
宗
実
録
』
八
年
三
月
庚
寅
条
。

本
図
の
鴨
緑
江
・
豆
満
江
以
北
の
註
記
を
『
遼
東
志
』
の
付
図
の
そ
れ
と
対
照
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
た
と
え
本
図
の
両
江
以
北
に
書
か
れ
て
い

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
〉

（お）
ハ払）

ハお）
（お）

（幻）
（お）

（怨）
〈
初
〉

ハ泊）
〈
忽
）

（お）
（制）

ハお）

一一一一一



内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
）

一一一一一一

る註記であっても、つぎのようなものは、あらかじめ除外してかからねばならない。

凶本来、両一江以南の地域についての註記であるにもかかわらず、便宜上、江北部分に記されているもの九箇。

倒国境地帯の地名であって、朝鮮側では『遼東志』を参照する、、しないにかかわらず、当然、記入するはずのもの三筒。

問中国領であっても、両江に近いととろにある地名の註記六箇。これらの中には朝鮮側で勝手に命名している地名、およ

び、こと新らしく『遼東士山』を参照するまでもなく、朝鮮側によく知られている地名がふくまれる。

倒朝鮮の北方進出の故地としての註記一箇。

右の凶倒削倒都合十九箇は、すべて『新増東国輿地勝覧』に記載があり、それによって、凶回附倒のような事情を文献の

上から考える乙とのできるものである。いまそれを具体的に示せば、つぎのごとくである。
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C 

公

険

鎮

豆

満

江

兄

弟

山

主k申

湖

水

滴

口

水

洞

訓
h

春

江

伊

沙

山

D 

江

一
巻
五
十
慶
源
都
護
府
山
川
条
「
豆
満
江
」

一
巻
五
十
三
義
州
牧
山
川
条
「
併
銀
糊
・
：
：
兄
弟
山
」

一
右
同
条
「
鴨
緑
江
・
：
至
水
青
梁
、
又
分
一
夜
、
一
西
流
与
秋
江
在
鴨
緑
江
西
北
合
」

l
i
l

一
右
同
条
「
制
結
論
：
：
：
申
湖
水
洞
」

一
巻
四
十
九
三
水
郡
山
川
条
「
総
一
錯
綜
・
三
水
洞
」
カ

一
巻
五
十
慶
源
都
護
府
山
川
条
「
獣
装
組
：
：
：
訓
春
江
」

一
巻
五
十
慶
興
筆
談
府
山
川
条
「
印
刷
訂
版
：
：
・
伊
沙
山
」

一
巻
五
十
会
寧
都
護
府
士
長
条
「
公
険
鎮
」

本
図
の
鴨
緑
江
・
一
豆
満
江
以
北
の
註
記
の
う
ち
『
遼
東
士
山
』
付
図
の
註
記
と
同
じ
も
の
は
、
つ
ぎ
の
二
十
五
箇
で
あ
る
。

奴
児
千
・
東
征
元
帥
府
・
京
南
（
『
遼
東
志
』
で
は
「
南
京
」
と
す
る
。
以
下
、
本
図
と
『
逃
東
志
』
の
表
記
の
違
う
も
の
は
、
カ
ッ
コ
内
に

『
遼
東
志
』
の
も
の
を
記
す
〉
・
黒
龍
江
・
納
場
府
（
那
丹
府
）
・
北
岡
江
（
葎
同
江
）
・
温
江
（
托
温
江
）
・
按
察
河
・
金
水
河
・
分
水
嶺
・
尚
京

（
尚
宗
〉
・
鳳
恩
城
・
憩
水
姑
（
甜
水
姑
）
・
頭
館
姑
・
東
石
門
（
東
石
門
山
）
・
遼
東
・
遠
山
把
折
（
遠
山
把
裁
〉
・
太
子
河
・
老
鶏
山
（
老
務
山
）

・
平
頂
山
・
貴
徳
県
・
津
河
・
策
陽
衛
（
藩
陽
衛
）
・
鉄
嶺
衛
・
関
原
街
。

調
停
州
坪
（
『
遼
東
士
山
』
で
は
、
淳
州
城
）
・
卒
本
河
。

稲
葉
岩
吉
「
遼
東
志
解
説
」
（
尊
経
閤
叢
書
本
『
遼
東
志
』
所
収
）
、
金
銃
敵
「
校
印
全
遼
志
叙
」
（
遼
海
叢
警
本
『
全
遼
士
山
』
所
収
）
。

『
世
祖
実
録
』
七
年
十
月
戊
辰
条
。

『
世
祖
実
録
』
十
年
八
月
壬
午
条
。

稲
葉
岩
吉
「
遼
東
志
解
説
」
ハ
尊
経
閑
叢
書
本
『
遼
東
士
山
』
所
収
）
。

『
中
宗
実
録
』
三
十
四
年
三
月
笑
未
条
。

『
尊
経
閣
文
庫
漢
籍
分
類
目
録
』
。

『
成
宗
実
録
』
十
三
年
二
月
壬
子
条
。

（

お

）

（

幻

）

〈

お

）

（鈎〉

（
机
叫
）

〈

M
U）

（必）
（必〉

（必）
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閣
文
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び
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い
て
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究
（
長
〉
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『
成
宗
実
録
』
十
九
年
六
月
美
卯
条
。

『
中
宗
実
録
』
三
十
六
年
六
月
壬
申
条
。

雀
世
珍
が
遼
東
地
図
を
進
上
し
た
中
宗
三
十
六
年
（
一
五
四
一
）
よ
り
二
年
前
に
、
す
で
に
嘉
靖
十
六
年
刊
『
遼
東
士
山
』
が
朝
鮮
へ
入
っ
て
い
た

と
と
を
考
え
る
と
、
握
世
珍
が
こ
の
遼
東
地
図
を
進
上
す
る
に
さ
い
し
て
、
「
我
が
園
、
無
き
と
乙
ろ
」
と
一
一
－
一
一
ロ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
最
新
版

の
『
遼
東
志
』
に
も
見
え
な
い
、
別
の
新
ら
し
い
内
容
の
地
図
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
、
嘉
嶋
田
十
四
年
（
一
五
六

五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
全
逃
士
山
』
で
す
ら
、
姦
婿
十
六
年
刊
『
遼
東
志
』
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
地
図
を
付
し
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
地
理

記
述
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
と
の
と
き
嘉
靖
十
六
年
刊
『
遼
東
志
』
よ
り
一
段
と
新
ら
し
い
遼
東
地
図
が
、
で
き
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
佳
世
珍
の
言
う
「
我
国
所
無
」
と
い
う
の
は
、
新
版
の
『
遼
東
士
山
』
は
す
で
に
中
宗
三
十
四
年
に
朝
鮮
へ
入
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
付

図
の
よ
う
な
内
容
の
地
図
を
、
単
独
の
地
図
と
し
て
一
軸
に
仕
立
て
た
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
朝
鮮
に
な
か
っ
た
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

析
津
志
（
『
永
楽
大
典
』
巻
一
万
九
千
四
百
一
一
十
六
所
収
可
経
世
大
典
（
『
永
楽
大
典
』
巻
一
万
九
千
四
百
三
十
三
所
収
）
。
和
田
清
『
東
亜
史
研

究
』
ハ
満
洲
筒
〉
三
ニ
七
頁
設
六
参
照
。

『
高
麗
史
』
恭
感
王
世
家
五
年
五
月
丁
酉
条
。

和
問
清
『
東
亜
史
研
究
』
（
満
洲
篇
）
五

O
一ニ頁。

『
成
宗
実
録
』
十
二
年
十
月
辛
酉
条
。
和
田
清
『
東
亜
史
研
究
』
（
満
洲
篇
）
五
O
七
頁
。

尊
経
閣
本
『
遼
東
志
』
所
収
「
遼
東
河
東
城
壁
地
方
総
図
」
。

『
明
宗
実
議
』
一
一
十
一
年
九
月
甲
午
条
。

通
遠
俵
一
を
鎮
夷
盤
と
改
称
し
た
乙
と
は
、
『
成
宗
実
録
』
二
十
一
年
五
月
壬
申
条
に
見
え
る
。
た
だ
し
改
称
後
も
、
旧
名
を
依
然
使
う
と
い
う
こ

と
は
、
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
、

ζ

の
改
称
を
も
っ
て
、
本
図
製
作
年
代
の
下
限
を
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
。

『
皇
明
実
録
』
成
化
十
七
年
六
月
突
酉
条
、
『
成
宗
実
録
』
十
こ
年
十
月
辛
酉
条
。

『
成
宗
実
録
』
十
九
年
五
月
庚
寅
・
八
月
己
未
・
十
二
月
丙
申
・
辛
丑
条
。

会
相
雲
『
韓
国
科
学
技
術
史
』
一
二
三
一
頁
、
高
麗
書
林
、
一
九
七
八
年
刊
。

全
相
雲
、
右
同
書
三
三

O
頁。

『
世
祖
実
録
』
九
年
十
一
月
丙
寅
条
。

青
山
定
雄
、
前
掲
論
文
、
一
五
頁
。

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
（
長
〉

（必〉
（必）

（円引）
（川崎）

ハ
同
叩
）

（印）
（日）

〈

臼

）

（

臼

）

ハ
日
）

（

お

）

（白山）

〈

幻

）

（
四
叫
）

（印）
（印）

二
ニ
四



〔
付
記
〕

（臼）
〈
的
助
）

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
見
取
全
図
」
門
外
務
省
旧
蔵
本
）
架
蔵
番
号
一
七
七
｜
一
一
一
八
。

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
八
道
図
」
（
外
務
省
旧
蔵
本
）
架
蔵
番
号
一
七
七
｜
一
一
一
一
。
な
お
、

六
年
（
一
八
七
三
）
四
月
三
十
日
の
日
清
修
好
条
規
批
准
書
交
換
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
圏
全
図
」
（
外
務
省
旧
蔵
本
）
瀬
脇
寿
人
校
・
金
麟
昇
音
、
架
蔵
番
号
一
七
七
1
一一一一

O
。

陸
軍
参
謀
局
編
「
朝
鮮
全
図
」
（
縮
尺
百
万
分
之
一
）
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
十
一
月
刊
。

清
国
に
日
本
公
使
館
が
開
設
さ
れ
た
の
は
、
明
治

（臼）
（臼）

（
一
九
八
一
年
十
月
稿
）

本
稿
は
昭
和
五
十
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究
C
「
近
代
以
前
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
知
識
の
発
達
」
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

内
閣
文
庫
所
蔵
「
朝
鮮
国
図
」
お
よ
び
そ
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
ハ
長
〉

一
三
五


